
 

   1 
 

独立行政法人労働者健康安全機構 第４期中期計画 新旧対照表 

 

第 ４ 期 中 期 計 画 （案） 【参 考】 第 ３ 期 中 期 計 画 

独立行政法人労働者健康安全機構中期計画 

 

独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第29条第１項の規定に基づき、2019

年○月○日付けをもって厚生労働大臣から指示のあった独立行政法人労働者健康安全機

構の中期目標を達成するため、同法第 30 条の定めるところにより、次のとおり、独立

行政法人労働者健康安全機構中期計画を定める。 

 

2019年○月○日 

独立行政法人労働者健康安全機構 

理事長  有賀 徹 

 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

Ⅰ 労働者の健康・安全に係る業務として取り組むべき事項 

１ 労働者の健康・安全に係る基礎・応用研究及び臨床研究の推進等 

労働安全衛生施策の決定のエビデンス収集に貢献する役割や、労災補償政策上重要

なテーマや新たな政策課題についての研究等、機構の社会的使命を果たすため、以下

のとおり研究事業を実施する。 

（１）労働安全衛生施策の企画・立案に貢献する研究の推進 

独立行政法人労働者健康安全機構（以下「機構」という。）が行う研究は、労働

安全衛生の総合研究機関として有する専門的な知見や臨床研究機能等を活かし、労

働安全衛生施策の企画・立案に貢献するものに重点化して行う。 

また、新たな政策課題が生じた際にも迅速に対応できるよう、引き続き、機構は

中長期的な課題も含め、労働安全衛生施策の基礎となる研究を体系的・継続的に推

進する。 

ア プロジェクト研究 

プロジェクト研究は、労働安全衛生施策の企画・立案のエビデンスを収集する

ことを目的として、中期目標で示された視点を踏まえ、別紙１に掲げる研究を推

進する。 

なお、機構内の複数の機関が協働することで、大きな効果が期待される分野に

ついては、イの協働研究として実施することも考慮する。 

プロジェクト研究の研究課題・テーマに関しては、厚生労働省の政策担当部門

独立行政法人労働者健康安全機構中期計画 
 
独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 29 条第１項の規定に基づき、平

成 29 年３月６日付けをもって厚生労働大臣から指示のあった独立行政法人労働者健康

安全機構の中期目標を達成するため、同法第 30 条の定めるところにより、次のとお

り、独立行政法人労働者健康安全機構中期計画を定める。 
 

平成29年３月29日 
独立行政法人労働者健康安全機構 

理事長 有賀 徹 
 
第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 
Ⅰ 労働者の健康･安全に係る業務の質の向上に関する事項 
１ 勤労者医療、労働者の健康・安全に係る基礎・応用研究及び臨床研究の推進等 
 
 
 
（１）統合効果を最大限に発揮するための研究の推進  

労働安全衛生関係法令の制定等の基礎となる科学的知見等の収集・分析、現場にお

ける対策の具体的実施に活用可能な技術等の開発、勤労者医療を中心とした高度・専

門的医療の提供などを着実に実施するとともに、総合的かつ効果的な調査研究の実施

を図ることにより、社会の期待により一層応えていくため、労働安全衛生総合研究所

（以下「安衛研」という。）が持つ労働災害防止に係る基礎・応用研究機能と労災病

院が持つ臨床研究機能との一体化による効果を最大限に発揮できる研究（以下「重点

研究」という。）として、以下の５分野に取り組む。 
社会変動や産業活動の動向に留意した上で、この取組により、得られた研究成果を

速やかに行政機関に提供し、労働災害の潜在的なリスクの減少、事業場における安全

衛生水準の向上や社会復帰の気運の醸成を図り、その結果、労働災害の減少につなが

るようにするとともに、労働災害により重篤な障害を負った労働者等の社会復帰の促

進に結びつける。 
① 過労死等関連疾患（過重労働） 

資料３－２ 
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との意見交換を研究課題の立案計画時から定期的に行い、目指すべき成果につい

て具体的かつ明確な目標を設定し、それに向かって、いつまでに、どのような成

果を得るのかについて、具体的なロードマップを作成し、機構のホームページ等

で公表するとともに、ロードマップの進捗状況や政策への貢献度の検証を行う。

また、プロジェクト研究の研究課題・テーマは毎年度策定する年度計画に掲載す

る。 

なお、中期目標期間中に社会的要請の変化等により、早急に対応する必要があ

ると認められるプロジェクト研究課題が発生した場合には、当該課題に対応する

研究についても、機動的に実施する。 

イ 協働研究 

第３期中期計画では、労働安全衛生総合研究所（以下「安衛研」という。）が

持つ労働災害防止に係る基礎・応用研究機能と労災病院が持つ臨床研究機能との

一体化による効果を最大限に発揮できる研究を実施してきたところであるが、当

機構では、日本バイオアッセイ研究センターが有する化学物質の有害性の調査研

究機能や、治療就労両立支援センターが有する予防医療モデル事業等で得られた

知見等も有していることから、第４期中期計画においては、安衛研と労災病院と

の協働にとどまらず、機構内の複数の施設が協働して行う研究（以下「協働研

究」という。）を実施する。 

研究課題・テーマについては、過労死等の防止等に関する研究、せき損等の予

防及び生活支援策に関する研究、産業中毒の予防及びばく露評価に関する研究

等、労働災害の減少及び社会復帰の促進（アウトカム）に結びつくものを設定す

る。 

なお、年間１回程度、協働研究協議会等を開催し、協働研究に関係する施設等

の研究者間の交流を図る。また、電子（WEB）会議システムなども最大限活用す

ることで、より高次元の研究成果につなげることを目指す。 

ウ 基盤的研究   

国内外における労働災害、職業性疾病、産業活動等の動向を踏まえ、将来生じ

得る課題にも迅速かつ的確に対応できるよう、基盤的な研究能力を継続的に充

実・向上させるとともに、長期的視点から労働安全衛生上必要とされる基盤技術

を高度化するための研究及び将来のプロジェクト研究の基盤となる萌芽的研究等

を実施する。 

エ 行政要請研究 

厚生労働省からの要請等に基づき、行政施策に必要な緊急性・重要性の高い課

題に関する調査研究を的確に実施する。研究を遂行していく際は、厚生労働省の

過労死等の危険因子（労働要因、生活要因、健康状態等）やそれと過労死等をも

たらす疾患との関連の解明・効果的な予防対策等に資する研究を行う。 
② 石綿関連疾患（アスベスト） 

労災保険給付に係る決定等の迅速・適正化に資する研究を行う。 
③ 精神障害（メンタルヘルス） 

職場復帰のプロセス等に関する調査研究を実施し、メンタルヘルス不調の予防の

ための方策及び精神障害に罹患した労働者の職場復帰を促進する要因を検討する。 
④ せき損等（職業性外傷） 

せき損等の職業性外傷の疾病研究等を踏まえ、予防策、モデル医療の策定及び生

活支援策の検討を行う。 
⑤ 産業中毒等（化学物質ばく露） 

産業中毒等化学物質ばく露の原因究明や対応策の検討を行う。 
なお、これらの統合効果を発揮するための研究については、運営費交付金以外の

外部資金の活用も考慮する。 
また、理事のうち１人に研究・試験を掌理させ、研究・試験等について企画調整

を行う部門（研究試験企画調整部並びに内部組織として研究試験企画調整課及び研

究試験支援普及課（すべて仮称））を独立行政法人労働者健康安全機構（以下「機

構」という。）本部に設置の上、統合効果を発揮する研究・試験等を始めとして、

機構における研究・試験等が機動的かつ機能的に実施できるよう、当該部門におい

て総合的な企画調整等を行う。併せて、重点研究５分野に関する方針決定、進捗管

理、各関係者との意見交換等を行う協議会を設置する等により、重点研究の５分野

を推進するための体制・手法を構築する。また、協議会やテレビ会議の場なども最

大限活用して、研究の基盤や背景が異なる基礎研究者と臨床研究者との間で十分で

活発な意見交換や意思疎通による交流を図ることにより、一層高次元の研究成果に

つながることを目指す。 
重点研究の５分野においては、過労死等の要因等に係る研究と臨床データ、臨床

研究等が結びつくことを生かし、過重労働対策を促進させること等に配慮し、下記

に示す研究内容並びに目指す成果に係る指標及び目標の下、研究を実施する。ま

た、これらに向かって、いつまでに、どのような成果を得るかについて具体的な工

程表を機構発足後できる限り早期に作成し、下記（５）の事前評価が終了したもの

から順次公表する。 
① 過労死等関連疾患（過重労働）分野では、過労死等の要因等として考えられる

長時間労働、過度な出張業務、精神的緊張を伴う業務などの「労働要因」、睡眠

や休養の状況、飲酒・喫煙状況、食習慣などの「生活要因」、健康に関する自覚
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政策担当部門との意見交換を密に行い、研究成果が行政政策に反映されるよう努

める。 

上記ア～エの実施にあたっては、必要に応じて大学や他の研究機関との役割分担

を行いつつ必要な連絡調整を行うとともに、外部資金の活用も図りつつ、中長期的

視点から、未知の健康障害の解明、新たな安全衛生機器の開発など最先端研究やチ

ャレンジングな研究の実施に配慮する。 

なお、研究を通じて開発した機器等については、特許の取得はもとより、JIS や

ISO/IEC への標準化の働きかけ等を行うとともに、作業現場への導入等広く普及さ

れるよう努める。 

過労死等防止調査研究センターでは、社会科学系の他の研究機関との連携を図り

つつ、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の第４の２に掲げられた調査

研究等を実施し、過労死等の過重な業務負担による健康障害の防止対策に貢献す

る。 

また、過労死等防止調査研究センターで培ったデータベース等の調査研究に係る

資産が大規模災害等の遺失しないよう適切に維持・保管するための措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

症状などの「健康状態」に係る研究と臨床データ、臨床研究等が結びつくことを

生かし、過重労働対策を促進させる。 
② 石綿関連疾病（アスベスト）分野では、臨床事例の職歴や石綿へのばく露歴等

を踏まえて石綿小体と石綿繊維の計測結果の対応関係を科学的に検証し、迅速な

石綿繊維計測法の開発を目指し、労災認定における診断の迅速化・適正化を図

る。 
③ 精神障害（メンタルヘルス）分野では、メンタルヘルス不調の要因として考え

られるうつ病等の精神障害に罹患した労働者の就労状況、生活要因、受入側の企

業の問題点等に係る調査・研究と臨床データ等が結びつくことを生かし、職場復

帰支援に寄与する要因について検討する。 
④ せき損等（職業性外傷）分野では、せき損をはじめとする重篤な障害を伴う災

害の予防に関する工学的研究と社会復帰に係る医用工学研究が結びつくことを生

かし、予防策、モデル医療の策定及び生活支援策を促進させる。 
⑤ 産業中毒等（化学物質ばく露）分野では、健康障害等の発生が確定していない

化学物質に関する毒性情報や健康障害の臨床情報の収集等を通じて、職場におけ

る化学物質の適正な管理や労働者の適切な健康管理手法の確立を目指す。当初

は、ベリリウムを対象として、産業中毒等の原因究明や対応策についての検討、

研究を行う。 
なお、機構における調査研究業務を効率的かつ効果的に実施するため、基礎・応

用研究と臨床研究、研究グループ（部門）の垣根にとらわれることなく、臨機応変

に研究員を配置するなど、研究ユニットや研究員の柔軟な配置等に配慮する。 
（２）労働者の健康・安全に係る重点的な研究の実施 

ア 現場ニーズ、臨床データ等に基づく研究の実施 
（ア）労働安全衛生分野における我が国の中核的研究機関として社会から要請され

ている公共性の高い業務を適切に実施するため、労働現場のニーズを的確に把

握し、業務へ積極的に反映させることを目的として、業界団体や第一線の産業

安全、労働衛生に携わる関係者等から意見や要望等を聞くとともに、安衛研の

研究員自らがより積極的に労働現場に赴き、現場の抱える喫緊の課題や職場環

境の把握に努める。 
（イ）労災病院等において収集した臨床データや化学物質等の有害因子へのばく露

の研究データを活用し、労働現場のニーズや実態を的確に把握する。  
（ウ）行政施策の実施に必要な調査研究の内容について、行政との連絡会議等で把

握し、調査研究業務に反映させる。 
（エ）産業安全・労働衛生分野に関連した国内外の学会、会議等に積極的に参加
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し、最新の研究動向や将来生じうる労働現場のニーズの把握に努める。 
イ 社会的・行政的ニーズ等に基づく研究の実施 

上記アにより把握した現場のニーズや行政課題、さらには労働安全衛生重点研

究推進協議会が取りまとめた労働安全衛生研究戦略(平成 22 年 10 月)等を踏ま

え、統合による相乗効果を最大限発揮することを目指し、重点研究の５分野と連

携を図りつつ、以下の調査研究を実施する。 
過労死等調査研究センターにおいては、過労死等に関する実態を把握するため

に、過労死等の事例分析、過労死等の要因分析、疲労の蓄積と心身への影響や健

康障害に関する調査研究を行い、過労死等の過重な業務負担による健康障害の防

止対策に貢献できるよう、医学的見地から調査研究を着実に推進する。 
なお、研究業務の実施に当たっては、基盤的研究の戦略的なバランスを検討し

た上で、外部有識者の意見等も参考にして、将来の研究ニーズに向けたチャレン

ジ性やプロジェクト研究への発展性等を重視して厳選することにより、プロジェ

クト研究への一層の重点化を図る。 
下記（５）に示す研究評価の実施等を通じて、他の研究機関等の行う研究との

重複を排除するとともに、産業安全分野、労働衛生分野それぞれの知見を活かし

た総合的かつ学際的な研究を積極的に実施するよう努める。 
（ア）プロジェクト研究 

中期目標において示された下記研究項目に基づき、プロジェクト研究を実施

する。また、研究成果や社会的要請の変化等を踏まえ、適宜研究内容の見直し

等を行い、下記（５）に示す評価を受けて機動的に研究を実施する。 
ⅰ 産業社会の変化により生じる労働安全衛生の課題に関する研究 

労働者の働き方等が変化することに伴い、職場のストレス、長時間労働及

び交替制勤務等がメンタルヘルスなどの健康に及ぼす影響について分析し、

その予防に関する研究を実施する。 
また、技術革新等により新たに産業現場で取り扱われる新材料や新技術に

起因する労働災害に対する予防的対応に関する研究を実施する。 
ⅱ 産業現場における危険・有害性に関する研究 

労働災害の多発している作業、起因物質等に着目し、墜落、爆発、化学物

質、物理的因子等現場における危険・有害性について分析し、講ずべき対策

に関する研究を実施する。 
ⅲ 職場のリスク評価とリスク管理に関する研究 

職場における危険・有害因子へのばく露評価手法、リスク評価法等の確立

や、リスク管理を効果的に実施していくための支援ツールの開発に関する研
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究を実施する。 
（イ）基盤的研究 

科学技術の進歩、労働環境の変化、労働災害の発生状況等の動向等を踏ま

え、また、労働安全衛生研究戦略で示された優先 22 研究課題を参考とし

て、中長期的視点から労働安全衛生上必要とされる基盤技術を高度化するた

めの研究及び将来のプロジェクト研究の基盤となる萌芽的研究等を実施す

る。 
また、重点研究５分野と必要に応じ連携を図りつつ実施する。 

（ウ）行政要請研究 
厚生労働省からの要請等に基づく調査研究を迅速かつ的確に実施し、適

宜、報告書等を提出する。 
プロジェクト研究については、外部有識者を活用するなどにより業務内容を

厳選する。また、平成 28 年度に開始するプロジェクト研究については、個々

の研究の研究課題・テーマに関し、下記に示す、目指すべき成果についての目

標の下、実施する。また、これらに向かって、いつまでに、どのような成果を

得るかについて具体的な工程表を機構発足後できる限り早期に作成し、下記

（５）の事前評価が終了したものから順次公表する。 
① 数値解析を活用した破損事故解析の高度化に関する研究 

近年、材料の破壊に起因する労働災害調査では、当該機械・構造物に作用

していた外力などを定量的に推定することによって、再発防止対策等を検討

することが求められるようになってきている。このため、従来は観察者の主

観に頼っていた材料破断面の評価等に数値解析を援用することによって破損

事故解析を高度化し、科学的根拠に基づいた行政施策への反映を目指す。 
② 山岳及びシールドトンネル建設工事中の労働災害防止に関する研究 

トンネル工事においては、依然として、落盤・崩壊災害、可燃性ガス及び

粉じんによる爆発災害、トンネル用建設機械等による挟まれ・巻き込まれ災

害等が発生している状況にある。このため、これらトンネルにおいて多発す

る労働災害の防止策を検討し、行政や業界団体にこれらの情報を提供し、山

岳及びシールドトンネル建設工事の安全基準等への反映を目指す。 
③ テールゲートリフターからの転落防止設備の開発と検証 

テールゲートリフター（TGL）はトラック荷台から地面までの荷の移動に

不可欠な特殊装備であるが、TGL からの作業者や荷の転落等により、死亡

等重篤な災害も頻発している。このため、TGL に関連する災害分析、国内

外の現状調査、転落防止柵の開発・改良等を行い、転落防止柵の使用に対応
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したガイドライン等の提示を目指す。 
④ 諸外国における労働安全衛生に関する施策や規制の動向調査と展開の検討 

近年の労働災害の発生件数は減少傾向が鈍化しており、さらなる減少を目

指すには新たな対策の検討が必要となっている。このため、諸外国に目を向

け、欧米等の法制度、安全衛生施策、実態を調査し、優れた部分については

我が国の優位な点も考慮して、新たな安全衛生管理手法として提言する。そ

の成果は、労働災害の減少に資するとともに、日本企業が進出する ASEAN
諸国をはじめとした国々に情報提供し、これら国々の安全衛生水準の向上に

貢献する。 
⑤ 防護服着用作業における暑熱負担等の軽減策に関する研究 

有害物質に対応した防護服は、近年では原発復旧作業や感染症対応等様々

な作業に用いられており、その作業には、暑熱負担増加に伴う夏季の熱中症

発症の危険性、さらに作業効率及び動作性の低下等の身体的負担を生じる

が、その実態は十分に把握されておらず、具体的な対策はとられていない。

このため、暑さ対策のみならず、事故につながる可能性のある身体的な負担

や疲労の実態を調査し、熱中症予防につながる防護服着用作業時の暑熱負担

軽減策を提案し、通達等に反映させる。 
⑥ 化学物質のばく露評価への個人ばく露測定の活用に関する研究 

化学物質のリスクアセスメントが義務化され、関連して場の管理に加え、

個人ばく露測定を用いるリスク評価について第 12 次労働災害防止計画にお

いて言及されている。このため、①分析法開発時に必要な標準試料の簡便な

作成方法の検討、②高感度分析方法を利用した、サンプリング捕集量の削減

とサンプラーの軽量化、③サンプラー装着が作業者に与える負担の評価とよ

り負担の少ない装着法等を検討し、マニュアル化した文書を公表することに

より、実際の労働衛生管理の現場で使用され、化学物質による健康障害のリ

スクの減少に資する。 
また、中期目標期間中に社会的要請の変化等により、早急に対応する必要が

あると認められる事案が発生した場合には、これに対応するためのプロジェク

ト研究課題を適宜立案し、又は実施中の研究課題を見直し、下記（５）の評価

を受けて当該研究を機動的に実施する。 
なお、プロジェクト研究及び基盤的研究の実施に当たっては、職場における

労働者の健康と安全に資する調査研究の業務に重点化するとともに、総合的か

つ効果的な調査研究等の実施を図るため、以下に基づき実施する。 
① 厚生労働省との連携のもとに、科学的根拠に基づく労働安全衛生施策の推
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（２）労災疾病等に係る研究開発の推進 

ア 労災疾病等に係る研究開発の推進 

中期目標に示された３領域については、協働研究と連携を図りつつ、次のとお

り取り組む。 

① 労災疾病等の原因と診断・治療 

被災労働者の早期の職場復帰を促進するため、労災疾病等の原因と診断・治

療に関する研究・開発に取り組む。 

② 労働者の健康支援 

就労年齢の延長に伴い基礎疾患を有する労働者が増加する中で、労働能力や

疾病増悪リスク、復職を視野においた支援や治療方針の選択等労働者の健康支

援のための研究・開発に取り組む。 

③ 労災保険給付に係る決定等の迅速・適正化         

被災労働者の迅速・適正な労災保険給付に資する研究・開発に取り組む。 

また、労災疾病等に係る研究開発の推進に当たっては、症例蓄積が重要であ

ることから、労災病院のネットワークの活用のみならず、労災指定医療機関等

からも症例データを収集できるような連携体制の構築を図る。 

イ 過労死に係る生活習慣病等の予防法・指導法の開発の推進 

過労死等については過労死等防止調査研究センターと連携を図りつつ、過労死

に係る生活習慣病等の予防対策の指導の実践により、指導事例等の集積及び予防

進のための調査研究を行うとともに、国内外の労働安全衛生研究に係る最新

の知見、動向を把握し、研究の高度化・効率化を図りつつ、国内外の大学や

安全衛生調査研究機関との連携・交流を一層促進する。 
② 労働災害防止の観点から、現場ニーズを踏まえ、労働災害の潜在的なリス

クの減少、事業場における安全衛生水準の向上を図り、その結果労働災害の

減少に結びつくプロジェクト研究を中核として推進するとともに、外部資金

の活用も図りつつ、中長期的視点から労働安全衛生上必要とされる基盤技術

を高度化するための研究及び将来のプロジェクト研究につながる萌芽的な研

究等を強化する。外部資金の活用に当たっては、若手研究者の育成に配慮す

る。 
③ 中長期的視点から、他の機関との役割分担を行いつつ、未知の健康障害の

解明、新たな安全衛生機器等の開発など最先端研究やチャレンジングな研究

の実施に配慮する。さらに、開発した機器等については、特許の取得、JIS
や ISO/IEC への標準化の働きかけ等を通じて、広く普及されるよう努め

る。 
（３）労災疾病等に係る研究開発の推進 

ア 労災疾病等に係る研究開発の推進 
中期目標に示された３領域については、統合による相乗効果を最大限発揮する

ことを目指し、重点研究の５分野と連携を図りつつ、次のとおり取り組む。 
① 労災疾病等の原因と診断・治療 

被災労働者の早期の職場復帰を促進するため、労災疾病等の原因と診断・治

療に関する研究・開発に取り組む。 
② 労働者の健康支援 

就労年齢の延長に伴い基礎疾患を有する労働者が増加する中で、労働能力や

疾病増悪リスク、復職を視野においた支援や治療方針の選択等労働者の健康支

援のための研究・開発に取り組む。 
③ 労災保険給付に係る決定等の迅速・適正化 

被災労働者の迅速・適正な労災保険給付に資する研究・開発に取り組む。 
 
 
 

イ 過労死に係る生活習慣病等の予防法・指導法の開発の推進 
過労死等については重点研究と連携を図りつつ、過労死に係る生活習慣病等の

予防対策の指導の実践により、指導事例等を集積し、予防法・指導法の分析、検
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医療データベースを活用し、予防法・指導法の分析、検証、開発を行い、産業保

健総合支援センター等を介し、事業場への普及啓発を行う。 

 

 

（３）研究の実施体制等の強化 

ア 機構における研究・試験等が機動的かつ機能的に実施できるよう、研究・試験

を掌理する理事を中心とした総合的な企画調整等を行う体制及び機能を強化す

る。 

イ 労働安全衛生分野における調査研究及び試験の中核拠点としての機能を維持強

化するため、若手研究者の確保はもとより、人材の世代交代も視野に入れ、大学

や他の研究機関との連絡調整や若手研究者の指導育成の担い手となる中堅層を担

うことができる人材を確保する。 

ウ 国内外の労働安全衛生研究に係る最新の知見、動向を把握し、研究の高度化・

効率化を図るため、国内外の大学や労働安全衛生調査研究機関との連携・交流の

一層の促進に努める。具体的には、行政や社会のニーズがある多様な研究テーマ

に対応できるよう、引き続き客員研究員やフェロー研究員の活用を進めるととも

に、労働安全衛生施策の企画・立案において海外の制度や運用の状況を把握する

ニーズが高まっていることを踏まえ、研究者等の海外からの招へいや、研究員の

海外派遣を引き続き実施する等により、諸外国の研究動向の把握や連携体制の構

築を推進する。 

エ 過労死等に関する研究をはじめとした、自然科学的な側面と社会科学的な側面

の両者を考慮する必要のある研究分野については、社会科学系の他の研究機関と

の連携等の強化を図る。併せて、関係業界団体等と連携した、共同研究も積極的

に推進する。 

オ 中期目標に掲げられた化学物質対策を確実に履行するため、化学物質による疾

病の調査や予防のための研究・試験、化学物質の危険・有害性や予防対策に係る

対外的な情報発信等を一元的に実施できる体制を整備する。 

カ 研究データ収集を行う事務補助スタッフの確保等を図り、予防医療、病職歴、

両立支援データベースの整備・活用等に取り組む。 

 

 

 

 

 

証、開発を行い、産業保健総合支援センター等を介し、事業場への普及啓発を行

う。 
また、予防法・指導法の開発については、45件行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）データベースの構築等 

ア 研究データ収集を行う事務補助スタッフの確保等 
総括研究ディレクターの補佐及び病院研究者への助言、指導等のサポートを行

うため、専門分野のコーディネーターを確保する。 
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（４）国際貢献、海外への発信 

海外の制度や運用の状況が、国内の労働安全衛生施策の企画・立案に及ぼす影響

を踏まえながら、労働安全衛生に係る研究分野に関し、国際機関やその他国際的な

枠組みにおいて、引き続き重要な役割を果たす。 

このため、労働安全衛生分野における研究の中心的機関として、労働安全衛生に

関する国内外の技術、制度等に関する資料を収集、整理するとともに、その知見を

国内外に提供する。 

また、世界保健機関（WHO）が指定する労働衛生協力センターとしての活動を引

き続き推進する。 

さらに、アスベスト等について、諸外国からの要請に基づく独立行政法人国際協

力機構等からの協力依頼により機構が有する診断技術等の諸外国への普及、情報提

供等に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、研究者が所属する労災病院に研究データの収集等を行う補助者を確保す

るなど、医師等研究者の負担軽減を図る。 
イ 病職歴データベースの整備・活用等 

病職歴データベースについては、労災疾病等医学研究及び重点研究で活用を進

めるとともに、行政課題、政策医療への活用等の観点も踏まえ、健診を通じた未

病者のデータ収集を行う等の改善策について検討する。 
ウ 症例データ収集のための連携体制の構築 

労災疾病等に係る研究開発の推進を図るため、労災病院のみならず国立病院や

大学病院等の労災指定医療機関からも共同研究者等として研究への参画を勧奨す

ることにより、幅広く症例データの収集ができる連携体制の構築を図る。 
 
10 国内外の労働安全衛生関係機関等との協力の推進 
（１）労働安全衛生分野の研究の振興 

ア 労働安全衛生に関する国内外の技術、制度等に関する調査を行い、関係機関に

提供する。 
イ 労働安全衛生重点研究推進協議会の活動の一環として、労働安全衛生研究戦略

に係るフォローアップを行い、労働者の安全と健康確保に資する研究を振興す

る。 
ウ 効率的かつ質の高い研究を実施する環境を整備するために、内外の最先端の研

究情報を収集する。 
エ 「Industrial Health」を年６回、「労働安全衛生研究」を年２回、それぞれ定

期的に発行し、国内外の関係機関に配布する。 
（２）労働安全衛生分野における国内外の若手研究者等の育成への貢献 

国内外の若手研究者等の育成に貢献するため、諸大学との連携を強化し、大学院

生や他機関に所属する研究員等（以下「他機関研究員」という。）を受け入れると

ともに、求めに応じ研究員による他機関等への協力・支援を行う。 
（３）研究協力の促進 

ア 「労働安全衛生研究戦略」を踏まえ、客員研究員制度等を有効に活用し、他の

法人、大学等との連携、研究交流、共同研究を一層促進するとともに、国内外の

労働安全衛生関係研究機関との研究協力のための機構職員の派遣及び他機関研究

員の受入れの促進に努める。 
イ 上記により、研究員の派遣及び他機関研究員の受入れを毎年度あわせて 60 人

以上とするとともに、研究情報の相互提供を促進する。 
ウ 欧米及びアジア諸国の主要な労働安全衛生研究機関との間で研究協力協定を締
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（５）研究評価の厳格な実施と評価結果の公表  

研究業務を適切かつ効率的に推進する観点から、「国の研究開発評価に関する大

綱的指針」（平成28年12月21日内閣総理大臣決定）に基づき、研究課題について

第三者による評価を厳格に実施し、評価結果を研究業務に反映するとともに、評価

結果及びその研究業務への反映内容を公表する。 

研究成果の評価指標及び中期目標期間中の達成目標は、以下のとおりとする。 

ア 業績評価委員会労働安全衛生研究評価部会の外部評価の対象となる研究におい

て、下記の採点基準により、プロジェクト研究、協働研究及び行政要請研究の成

果について平均点 3.25 点以上の評価を得る（成果ごとに、5 点（優れている）、

4 点（やや優れている）、3 点（概ね妥当である）、2 点（やや劣っている）、1 点

（劣っている））。 

イ 中期目標期間中、プロジェクト研究、協働研究及び行政要請研究の報告書総数

の 80％以上について、厚生労働省より「政策効果が期待できる」との評価を受

ける。 

 

（６）研究成果の積極的な普及・活用 

労働者の健康・安全に対する研究成果やモデル医療法・モデル予防法等の成果の

普及・活用を一層図る観点から、次の事項に取り組む。 

 

 

 

ア 労働安全衛生に関する法令、国内基準、国際基準の制改定等への科学技術的貢

献 

行政機関、公的機関、国際機関等から、専門家としての知見や研究成果等の提

供要請があった場合には、調査及び研究で得られた科学的知見を活用して検討会

等への参加や資料提供などに積極的に対応し、中期目標期間中に 50 件以上の労

結し、情報交換、研究員の派遣・他機関研究員の受入れ、共同研究等を進める。 
エ 世界保健機関（ＷＨＯ）が指定する労働衛生協力センターとしての活動を引き

続き推進する。 
（４）国際貢献 

アスベスト等について、諸外国からの要請に基づく独立行政法人国際協力機構等

からの協力依頼により機構が有する診断技術等の諸外国への普及、情報提供等に努

める。 
 

（５）研究評価の厳格な実施と評価結果の公表 
「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成 24 年 12 月６日内閣総理大臣決

定（※））を踏まえ、各研究種別に応じ、外部委員を含む研究を評価する場におい

て、各研究テーマの事前評価を行い、中間・事後又は終了評価を行うことで、その

結果を研究計画の改善に反映させ、公表する。 
また、研究成果の評価に当たっては、労働安全衛生関係法令や各種基準への反

映、学会発表や論文発表数など、本中期計画において設定した数値目標に基づき、

その達成度を厳格に評価する。なお、他の法人、大学等との共同研究については、

研究所の貢献度を明確にした上で厳格に評価する。 
※平成26年５月19日一部改正 

 
 
 
 
 
４ 成果の積極的な普及・活用 

重点研究の５分野を始めとした労働者の健康・安全に対する研究成果やモデル医療

法・モデル予防法等の成果の普及・活用については、その社会的意義や貢献度を広報

するため、論文や学会での発表、ホームページ上やマスメディアへの発表に加え、産

業保健総合支援センター、治療就労両立支援センター等を活用して、より一層積極的

な情報の発信を行う。 
（１）労働安全衛生に関する法令、国内外の基準制定・改定への科学技術的貢献 

行政機関、公的機関、国際機関等の要請があった場合には、労働安全衛生に関す

る法令、JIS 規格、ISO/IEC 規格等、国内基準、国際基準の制定・改定等のための

検討会議に必要に応じ参加し、専門家としての知見、研究成果等を提供する。 
中期目標期間中（平成 28 年度から平成 30 年度）における労働安全衛生関係法
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働安全衛生関係法令、関連通知、国内外の労働安全衛生に関する基準の制定・改

正等に貢献する。 

 

 

 

 

イ 学会発表等の促進 

① 国内外の学会、研究会、事業者団体における講演会等での発表、原著論文等

の論文発表を積極的に推進する。 

② プロジェクト研究をはじめとする研究の成果は、特別研究報告（SRR）等と

してとりまとめ、広く関係労働安全衛生機関、産業界へ研究成果の広報を図

る。 

ウ インターネット等による調査及び研究成果情報の発信 

① 労働者の健康・安全に関する調査及び研究の成果やモデル医療法、モデル予

防法等の成果については、原則としてホームページに掲載し、中期目標期間中

における機構本部、安衛研、労災病院、日本バイオアッセイ研究センター等の

ホームページ中の研究業績・成果等へのアクセス数の総数を 1,200 万回以上得

る。 

② メールマガジンを毎月１回発行し、安衛研の諸行事や、研究成果等の情報を

定期的に広報する。 

③ 事業場における労働安全衛生水準の向上に資するため、研究成果を活用した

事業場向け技術ガイドライン等を適宜発行するとともに、研究成果の一般誌等

への寄稿を積極的に行う。 

 

 

 

エ 講演会等の開催 

① 職場における労働安全衛生関係者を含めた幅広い領域の人々に機構の主要な

調査及び研究成果を紹介する講演会を開催する。 

 

 

 

 

② 安衛研の一般公開を実施し、調査及び研究成果の紹介及び研究施設の公開を

令等への貢献については、30件以上とする。 
 

（２）労働現場における安全衛生の確保等への科学技術的貢献 
調査及び研究で得られた科学的知見を活用した労働安全衛生に資する手法等が作

業現場に導入されるよう、積極的な普及・広報活動を行い、上記（１）に該当する

場合を除き、９件以上とするよう努める。 
（３）学会発表等の促進 

国内外の学会、研究会、事業者団体における講演会等での発表、原著論文等の論

文発表(安衛研刊行の研究報告、行政に提出する災害調査報告書、労働安全衛生に

係る国内外の調査報告書を含む。)を積極的に推進する。具体的には、中期目標期

間中においてその総数を1,000回以上及び1,000報以上とする。 
 
（４）インターネット等による調査及び研究成果情報の発信 

ア 調査及び研究の成果については、原則として、ホームページにおいて公開す

る。その際、研究成果等がより国民に理解しやすく、かつ、活用しやすいものと

なるよう、平易な記載やイラストの挿入等に努める。 
イ 特別研究報告（SRR）等を発行し、広く関係労働安全衛生機関、産業界へ研究

成果の広報を図る。また、メールマガジンを毎月１回発行し、安衛研の諸行事や

研究成果等の情報を定期的に広報する。 
ウ 事業場における労働安全衛生水準の向上に資するため、研究成果を活用した事

業場向け技術ガイドライン等を適宜発行するとともに、研究成果の一般誌等への

寄稿を積極的に行う。 
エ ＩＴ技術の進展等を踏まえ、ホームページを適宜改善し、国民がより容易にア

クセスし、活用できるようにする。具体的には、中期目標期間中における機構本

部、安衛研、労災病院及び日本バイオアッセイ研究センター等のホームページ中

の研究業績・成果等へのアクセスの総数を675万回以上得る。 
（５）講演会等の開催 

ア 調査及び研究成果の普及を目的とし、職場における労働安全衛生関係者を含め

た幅広い領域の人々を対象とした講演の機会を他機関との共催等を含め、年２回

以上設け、発表・講演を行う。 
イ 重点研究の５分野で得られた研究成果等を普及・活用するために、分野ごとに

関連する研究者や労働安全衛生関係者等を対象にしてシンポジウム等を開催し、

専門的かつ実践的なアドバイスを求める。 
ウ 一般公開日を設け、安衛研の一般公開を実施し、調査及び研究成果の紹介及び
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行う。また、国内外の労働安全衛生関連機関・団体等の見学希望者に対して

も、その専門分野、要望に応じ柔軟に対応する。 

 

 

オ 知的財産の活用促進 

研究の成果に伴う特許権等の知的財産権の取得を進めるとともに、自ら実施予

定のないものは、開放特許情報データベースへの登録、ホームページでの広報等

により、その活用促進を図る。 

 

２ 労働災害の原因調査の実施 

労働災害の原因の調査については、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下

「安衛法」という。）に定められた機構の重要業務であり、高度な専門的知見に基づ

く災害要因の究明を行い、これらの調査結果について、行政の立案する再発防止対策

への活用を図る必要があることから以下のとおり取り組む。 

（１）行政からの要請に基づき、又は災害原因究明のため必要があると判断するとき

は、労働基準監督機関等の協力を得て、高度な専門的知見を有する研究員の現地派

遣などにより、迅速かつ適切に労働災害の原因調査等を行い、調査結果等は、高度

な実験や解析等により時間を要するものを除き、速やかに行政に報告する。 

（２）災害調査等を迅速に実施できるよう、緊急時も含めた連絡体制を整備する。 

（３）行政が行った調査も含め災害調査等の結果を体系的に整理・分析を行い、これを

踏まえた再発防止対策の提言や災害防止のための研究への活用・反映を行う。 

（４）調査結果のうち、同種災害の再発防止対策の普及に資する情報について、行政に

おける捜査状況、企業の秘密や個人情報の保護の観点に留意しながら公表等を行

う。 

 

なお、災害調査報告、鑑定結果報告については、依頼元へのアンケート調査等を実

施し、下記の基準により、平均点 2.0 点以上の評価を得る（3 点（大変役に立っ

た）、2 点（役に立った）、1 点（あまり役に立たなかった）、0 点（役に立たなかっ

た））。 

 

３ 化学物質等の有害性調査の実施 

 

 

長期吸入試験を実施できる国内唯一の研究施設である日本バイオアッセイ研究セン

研究施設の公開を行う。また、随時の見学希望者に対しても、その専門分野、要

望に応じ柔軟に対応する。 
エ 労災病院と産業保健総合支援センターが協働し、労災指定医療機関、産業保健

関係者等に対する研修等を実施する。 
（６）知的財産の活用促進 

特許権の取得を進めるとともに、機構が保有する特許権のうち実施予定のないも

のについては、開放特許情報データベースへの登録、ホームページでの広報等によ

り、当該特許権の実施を促進する。 
 
２ 労働災害の原因の調査の実施 
 
 
 
 
① 行政から依頼を受けたとき、又は研究の実施上必要があると判断するときは、労

働基準監督機関等の協力を得て、高度な専門的知見を有する研究員の現地派遣など

により、迅速かつ適切に労働災害の原因調査等を行うとともに、原因調査結果等を

踏まえた再発防止対策の提言や災害防止のための研究への活用・反映を行う。 
② 災害調査等の迅速な実施のため、緊急時も含めた連絡体制を整備する。 
 
 
③ 調査実施後、調査内容については、行政における捜査状況、企業の秘密や個人情

報の保護に留意しつつ、その公表を積極的に行い、同種災害の再発防止対策の普及

等に努める。 
④ 災害調査の高度化のため、リスク評価・管理手法の開発等に努める。 

 
 
 
 
 
３ 化学物質等の有害性調査の実施 

日本バイオアッセイ研究センターにおいては、次のような取組により、化学物質に

よる健康障害防止対策の推進に積極的に貢献する。 
① 発がん性等の有害性が疑われる化学物質として国が指定する化学物質について、
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ターにおいては、発がん性等の有害性が疑われるとして国が指定する化学物質につい

て、GLP（優良試験所基準）に従い、がん原性試験（長期吸入試験、中期発がん性試

験）及び発がん性予測試験法である形質転換試験を含め、安衛法第 58 条に規定する

化学物質の有害性の調査を、動物愛護にも留意しつつ計画的に実施する。 

また、試験の迅速化・効率化を図るための試験法等を検討する。 

 

 

化学物質の有害性調査の成果は、ホームページへの掲載、学会発表等によりその普

及を図るとともに、特に、国内外の化学物質の有害性評価の進展に資する観点から、

海外の研究機関（IARC（国際がん研究機関）等）への情報発信に努める。 

 

安衛法第 57 条の５に規定する化学物質の有害性の調査等も含め、日本バイオアッ

セイ研究センターの高度な技術力を要する化学物質の有害性調査を事業場等からの依

頼に応じ実施する。 

 

 

 

４ 勤労者医療及び地域医療における役割の推進 

疾病の予防から職場復帰等までを行う勤労者医療の中核的な拠点としての役割を担

うとともに、地域医療への貢献等に取り組む。 

（１）労災疾病に関する高度・専門的な医療の提供 

疾病の予防、治療、職場復帰、治療と仕事の両立支援等の総合的な取組（勤労者

医療）については、地域・職域保健との密接な連携のもと、先導的に実践し、得ら

れた知見を他の医療機関にも効果的に普及させる等により、推進を図る。 

特に、せき損、アスベスト関連疾患や化学物質等の有害因子へのばく露による健

康障害（産業中毒等）等、一般的に診断が困難な労災疾病については、協働研究及

び労災疾病研究の研究結果を踏まえ、積極的に対応する。 

ア 勤労者医療の推進  

研究・開発で得られた知見を臨床の現場で実践し、フォーラムや症例検討会等

で他の医療機関に普及させる等により推進を図る。 

イ 社会復帰の促進  

メディカルソーシャルワーカー等が、患者に対して、社会復帰に関する相談を

受けるなどの支援を行うことにより、社会復帰の向上に努める。 

（２）地域医療への貢献 

GLP（優良試験所基準）に従い、がん原性試験（長期吸入試験、中期発がん性試

験）及び発がん性予測試験法である形質転換試験を含め、労働安全衛生法（昭和

47年法律第57号。以下「安衛法」という。）第57条の５に規定する化学物質の有

害性の調査を、動物愛護にも留意しつつ計画的に実施する。 
② また、長期吸入試験を実施できる国内唯一の研究施設として、試験の質を維持す

るための取組や試験手法の的確な選定に加え、試験の迅速化・効率化を図るための

試験法等も検討する。 
③ 化学物質の有害性調査の成果の普及については、ホームページへの掲載、学会発

表等情報の発信を行うとともに、特に、国内外の化学物質の有害性評価の進展に資

する観点から、海外の研究機関（IARC（国際がん研究機関）等）への情報発信に

努める。 
④ 安衛法第 57 条の５に規定する化学物質の有害性の調査等として、日本バイオア

ッセイ研究センターの高度な技術力を要する化学物質の有害性調査を事業場等から

の依頼に応じ実施する。 
 
４ 成果の積極的な普及・活用 
 
５ 研究成果等を踏まえた勤労者医療の中核的機関としての役割の推進 

勤労者医療において中核的役割を果たすために、労災疾病に関する高度・専門的な

医療の提供等に取り組む。 
（１）労災疾病に関する高度･専門的な医療の提供 

労災病院においては、次のような取組により、労災疾病に関して、他の医療機関

では対応が困難な高度・専門的な医療を提供するとともに、早期の職場復帰、勤労

者の疾病と職業生活の両立支援を図り、その質の向上を図る。 
特に、せき損、アスベスト関連疾患や化学物質等の有害因子へのばく露による健

康障害（産業中毒等）等、一般的に診断が困難な労災疾病については、重点研究の

５分野及び労災疾病研究の研究結果を踏まえ、積極的に対応する。 
ア モデル医療の実践 

研究・開発されたモデル医療を臨床の現場で実践し、症例検討会等で普及を行

うとともに、その結果をフィードバックし研究に反映させる。 
イ 社会復帰の促進 

メディカルソーシャルワーカー等が、患者に対して、社会復帰に関する相談を

受けるなどの支援を行うことにより、社会復帰の向上に努める。 
（１）地域医療への貢献 
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第 ４ 期 中 期 計 画 （案） 【参 考】 第 ３ 期 中 期 計 画 

所在する医療圏の人口動態、疾病構造、他の医療機関の診療機能等の調査を行

い、労災病院が当該地域で目指すべき役割を明確にした上で、病床機能区分の変更

や効果的な地域医療連携の強化に取り組む。各労災病院の診療機能については、引

き続きホームページ等において適宜情報提供を行っていく。また、都道府県におい

て策定する医療計画（地域医療構想を含む）や医療圏における医療ニーズも勘案の

上、診療機能等の見直しを行う。 

ア 地域の医療機関等との連携強化 

地域の医療機関等との連携機能を強化する等により労災病院において地域医療

支援病院の要件である「患者紹介率、逆紹介率」を確保する。地域医療支援病院

については、引き続き紹介率、逆紹介率等を維持し、要件を適合させていく。 

また、地域連携パスの導入など、地域医療への積極的な参加を図る。 

イ 症例検討会等の実施 

地域医療を支援するため、地域の医療機関の医師等に対し、診療時間帯に配慮

しながら症例検討会や講習会等を中期目標期間中、延べ 4,200 回以上（※）実施

する。 

【※：平成26年度から平成30年度までの実績（平均）843回×５年間】 

ウ 高度医療機器を用いた受託検査 

地域における高度医療機器の利用促進を図るため、ホームページ、診療案内等

による広報を実施し、高度医療機器を用いた受託検査を中期目標期間中、延べ

175,000件以上（※）実施する。 

【※：平成26年度から平成30年度までの実績（平均）35,786件×５年間】 

（３）大規模労働災害等への対応 

国の政策医療を担う病院グループとして、大規模労働災害をはじめとした災害や

新型インフルエンザなど公衆衛生上重大な危害が発生した場合に備えて、緊急対応

が速やかに行えるよう適宜危機管理マニュアルの見直しを行う。 

（４）医療情報のICT化の推進 

医療の質の向上と効率化を図るため、医療情報の ICT 化については、経営基盤の

強化、システム更改の時期や個人情報の取扱いも勘案の上、一層の推進を図る。 

また、研究等のために診療情報等、臨床データを利用する際は、個人が特定でき

ない形にデータを変換するとともに、データの暗号化を行う等、厚生労働省策定

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づいた運用管理を図

る。 

 

 

所在する医療圏の人口動態、疾病構造、他の医療機関の診療機能等の調査を行

い、労災病院が当該地域で目指すべき役割を明確にした上で、病床機能区分の変更

や効果的な地域医療連携の強化に取り組む。各労災病院の診療機能については、引

き続きホームページ等において適宜情報提供を行っていく。また、都道府県におい

て策定する地域医療構想の内容に合わせて診療機能等の見直しを行う。 
（２）地域の医療機関等との連携強化 

ア 地域の医療機関等との連携強化 
地域の医療機関等との連携機能を強化する等により労災病院において地域医療

支援病院の要件である「患者紹介率、逆紹介率」を確保する。地域医療支援病院

については、引き続き紹介率、逆紹介率等を維持し、要件を適合させていく。 
また、地域連携パスの導入など、地域医療への積極的な参加を図る。 

イ 症例検討会等の実施 
地域医療を支援するために、地域の医療機関の医師等に対し、診療時間帯に配

慮して症例検討会や講習会等を行うことにより、中期目標期間中、延べ 3,700 回

以上（※）実施する。 
【※：平成21年度から平成25年度までの実績（平均）735回×1.03×５年間】 

ウ 高度医療機器を用いた受託検査 
地域における高度医療機器の利用促進を図るため、ホームページ、診療案内等

による広報を実施し、高度医療機器を用いた受託検査を中期目標期間中、延べ

175,000件以上（※）実施する。 
【※：平成21年度から平成25年度までの実績（平均）33,409件×1.05×５年間】 
（２）大規模労働災害等への対応 

国の政策医療を担う病院グループとして、大規模労働災害をはじめとした災害や

新型インフルエンザなど公衆衛生上重大な危害が発生した場合に備えて、緊急対応

が速やかに行えるよう適宜危機管理マニュアルの見直しを行う。 
（３）医療情報のＩＣＴ化の推進 

労災病院の医療の質の向上と効率化を図るため、医療情報のＩＣＴ化（電子カル

テシステム及び労災レセプト電算処理システム等）については、経営基盤の強化や

システム更改の時期も勘案し、導入を進める。 
なお、患者の診療情報等の個人情報については、当該個人情報を保管するオーダ

リング（電子カルテ）システムをインターネット環境から分離する等、強固なセキ

ュリティを確保した上で、保管する。 
また、研究等のために診療情報等、臨床データを利用する際は、個人が特定でき

ない形にデータを変換するとともに、データの暗号化を行う等、厚生労働省策定
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（５）患者の意向の尊重と医療安全の充実 

日本医療機能評価機構等の病院機能評価の受審、患者サービス向上委員会活動、

クリニカルパス委員会等の院内委員会活動等を通じて、良質かつ適切な医療を提供

する。 

これらにより、患者満足度調査において全病院平均で 80％以上（※）の満足度

を確保する。 

また、医療安全チェックシートによる自主点検、医療安全相互チェック、医療安

全に関する研修、医療安全推進週間等を継続して実施するとともに、患者の医療安

全への積極的な参加を推進し、医療安全の充実を図る。 

【※：平成26年度から平成30年度までの実績（平均）実績81.5％】 

（６）治験の推進   

新医薬品等の開発促進に資するため、各労災病院から治験コーディネーター研修

等へ積極的に職員を派遣することにより治験実施体制を強化するとともに、労災病

院治験ネットワークの強化と広報活動を行うことにより、治験症例数を中期目標期

間中20,900件以上（※）確保する。 

【※平成26年度から平成29年度までの実績（平均）4,187件】 

（７）産業医等の育成支援体制の充実 

事業場における産業医等の実践活動を通じて多様な勤労者の健康課題に的確に対

応していくため、労災病院及び勤労者医療総合センター（治療就労両立支援センタ

ーを含む）において、高度な専門性と実践的活動能力を持った産業医等の育成、確

保を目指し、引き続き産業医科大学と連携を図りつつ、産業医活動に必要な臨床医

学的素養の維持、向上のための育成支援体制の充実を図る。 

（８）労災病院ごとの目標管理の実施 

機構が有する臨床評価指標をはじめとする各種データ等を活用した上で、各病院

の機能・運営環境に応じて設定することが可能な指標については、ＰＤＣＡサイク

ルの視点を取り入れて目標の達成状況を定期的に検証・評価する目標管理を行い、

その実績を業務実績報告書において明らかにするとともに、業務の質の向上に努め

る。 

 

 

 

 

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づいた運用管理を図

る。 
（４）患者の意向の尊重と医療安全の充実 

日本医療機能評価機構等の病院機能評価の受審、さわやか患者サービス委員会活

動、クリニカルパス委員会等の院内委員会活動等を通じて、良質かつ適切な医療を

提供する。 
また、医療安全チェックシートによる自主点検、医療安全相互チェック、医療安

全に関する研修、医療安全推進週間等を継続して実施するとともに、患者の医療安

全への積極的な参加を推進し、医療安全の充実を図る。 
これにより、全病院平均で80％以上（※）の患者満足度を確保する。 

【※：平成21年度から平成25年度までの実績（平均）実績81.8％】 
 
（５）治験の推進 

新医薬品等の開発促進に資するため、各労災病院から治験コーディネーター研修

等へ積極的に職員を派遣することにより治験実施体制を強化するとともに、労災病

院治験ネットワークの強化と広報活動を行うことにより、治験症例数を中期目標期

間中10,900件以上（※）確保する。 
【※平成21年度から平成25年度までの実績（平均）2,173件】 
（４）産業医等の育成支援体制の充実 

事業場における産業医等の実践活動を通じて多様な勤労者の健康課題に的確に対

応していくため、労災病院及び勤労者医療総合センター（治療就労両立支援センタ

ーを含む）において、高度な専門性と実践的活動能力を持った産業医等の育成、確

保を目指し、引き続き産業医科大学と連携を図りつつ、産業医活動に必要な臨床医

学的素養の維持、向上のための育成支援体制の充実を図る。 
（３）病院ごとの目標管理の実施 

機構が有する臨床評価指標をはじめとする各種データ等を活用した上で、各病院

の機能・運営環境に応じて設定することが可能な指標については、病院ごとにＰＤ

ＣＡサイクルの視点を取り入れて目標の達成状況を定期的に検証・評価する目標管

理を行い、その実績を業務実績報告書において明らかにするとともに、業務の質の

向上に努める。 
（７）労災病院の再編 

労災病院の再編・整理は地域医療の中での当該病院の役割、位置づけなども踏ま

えて、個別に慎重に検討すべきであり、適切に対応する。 
ア 燕労災病院（新潟県燕市）の再編 
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（９）行政機関等への貢献 

ア 国が設置する委員会等への参画 

勤労者の健康を取り巻く新たな問題等について、国が設置する委員会等への参

加、情報提供等により、行政機関に協力する。 

イ 労災認定に係る医学的意見書への取組 

労災認定に係る意見書の作成については、複数の診療科にわたる事案につい

て、院内の連携を密にするなど適切かつ迅速に対応するとともに、特に専門的な

知見を要する事案については、労災病院のネットワ－クを活かして対応する。 

 

ウ 医学的知見の提供 

労災疾病等に係る研究・開発、普及事業等を通じて得られた医学的知見につい

ては、政策立案等との連携を深めるため、速やかに行政機関に提供する。 

エ アスベスト関連疾患への対応 

アスベスト関連疾患に対応するため、診断・治療、相談等について引き続き積

極的に対応するとともに、労災指定医療機関等の医師、産業医等を対象とする当

該疾患診断技術研修会を開催する。 

燕労災病院と厚生連三条総合病院の再編については、新潟県の県央基幹病院基

本構想策定委員会において、平成 25 年 12 月「県央基幹病院基本構想」が策定

され、さらに平成 26 年８月新潟県が公表した「県央基幹病院の整備に向けたア

ウトライン」において、県央基幹病院の開院に向けた円滑な統合再編を行うため

の基盤を確保するために、燕労災病院の早期移譲に向けて詳細な調整を進めると

示されたことを踏まえて、関係者の合意形成後、できる限り早期に措置できるよ

う機構として適切な対応を行っていく。 
なお、再編の実施に当たっては、職員の雇用の確保等に努める。 

イ 鹿島労災病院（茨城県神栖市）の再編 
鹿島労災病院と神栖済生会病院の再編については、茨城県、神栖市等の関係機

関や学識経験者で構成される鹿島労災病院と神栖済生会病院の今後のあり方検討

委員会において、鹿島労災病院と神栖済生会病院を統合した上で社会福祉法人恩

賜財団済生会が運営するという再編の基本的考え方が取りまとめられ、茨城県知

事に提出された。同委員会の検討結果報告書を受け、茨城県、神栖市等の関係機

関で構成される神栖済生会病院と鹿島労災病院の再編統合協議会が設置されたこ

とを踏まえ、鹿島労災病院の移譲について、関係者の合意形成後、できる限り早

期に措置できるよう機構として適切な対応を行っていく。 
なお、再編の実施に当たっては、職員の雇用の確保等に努める。 

ウ 行政機関等への貢献 
① 国が設置する委員会等への参画 

勤労者の健康を取り巻く新たな問題等について、国が設置する委員会等への

参加、情報提供等により、行政機関に協力する。 
② 労災認定に係る医学的意見書への取組 

労災認定に係る意見書の作成については、複数の診療科にわたる事案につい

て、院内の連携を密にするなど適切かつ迅速に対応するとともに、特に専門的

な知見を要する事案については、労災病院のネットワークを活かして対応す

る。 
③ 医学的知見の提供 

労災疾病等に係る研究・開発、普及事業等を通じて得られた医学的知見につ

いては、政策立案等との連携を深めるため、速やかに行政機関に提供する。 
④ アスベスト関連疾患への対応 

今後、増加が予想されるアスベスト関連疾患に対応するため、診断・治療、

相談等について引き続き積極的に対応するとともに、労災指定医療機関等の医

師を対象とする当該疾患診断技術研修会を開催する。 
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第 ４ 期 中 期 計 画 （案） 【参 考】 第 ３ 期 中 期 計 画 

また、労災認定、救済認定に必要な肺内の石綿小体計測及び石綿繊維計測につ

いて、行政機関等からの依頼に基づき積極的な受け入れを図る。 

オ うつ病等休職者の職場復帰支援等の取組への協力  

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する地域障害者職業セン

ターにおいて実施しているうつ病等休職者の職場復帰支援等の取組に関し、医療

面において協力する。 

 

５ 事業場における産業保健活動への積極的な支援と充実したサービスの提供 

働き方改革の着実な推進を支援する視点を持ち、産業保健機能の強化や治療と仕事

の両立について、事業場や地域で労働者の健康管理に関する業務に携わる者に研修、

情報提供、その他の援助を行う中核的な機関として、引き続き機能の充実・強化を図

る。 

特に、産業保健総合支援センターにおいては、働き方改革実行計画（平成 29 年３

月働き方改革実現会議決定）や労働災害防止計画に定める労働者の健康確保対策の推

進に寄与できるよう医師会等関係機関等との連携の下、産業保健に携わる者のニーズ

の把握に努めながら、地域における産業保健サービスの提供、事業場における自主的

な産業保健活動の促進を支援する。 

（１）産業医・産業保健関係者への支援 

 

ア 産業医の資質向上のための研修の実施 

産業保健スタッフの中核である産業医が、産業保健の専門家として、事業者や

労働者が必要とする実践的な知識、指導能力を習得できるよう、産業保健総合支

援センターにおける産業医研修について、カリキュラム、実施体制の見直しを図

る。 

その際、現場ニーズを収集するための受講者アンケート等を実施し、その結果

を検討することにより、地域ごとの特性も含めた研修テーマの設定等に活用す

る。 

なお、嘱託産業医に対する、研修テーマの設定、カリキュラムの作成に当たっ

ては、主として嘱託産業医の実践力を高めるための実地研修が行えるよう配意す

る。 

また、産業医を対象とした研修を効果的、効率的に実施できるよう、「産業医

の資質向上に向けた産業医研修等に関する検討委員会」と連携を図る。また、産

業医の生涯研修について実践力を高める点から効果的、効率的に実施できるよう

産業医科大学との連携・協力について検討する。 

また、労災認定、救済認定に必要な肺内の石綿小体計測及び石綿繊維計測に

ついて、行政機関等からの依頼に基づき積極的な受け入れを図る。 
⑤ うつ病等休職者の職場復帰支援等の取組への協力 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する地域障害者職業セ

ンターにおいて実施しているうつ病等休職者の職場復帰支援等の取組に関し、

医療面において協力する。 
 
６ 研究成果等を踏まえた産業保健活動の積極的な支援と充実したサービスの提供 

労働災害防止対策やメンタルヘルス対策など国の施策として求められる産業保健活

動について、人材育成を含め中核的な機関としての機能を充実・強化するとともに、

地域における中心的な役割を果たし必要な支援を着実に提供する。 
産業保健総合支援センターにおいては、労働災害防止計画に定める労働者の健康確

保対策の推進に寄与することを基本方針とし、医師会等関係機関との連携の下、以下

の取組による地域社会、産業保健関係者のニーズに対応した産業保健サービスの提供

等の支援を通じて、事業場における自主的産業保健活動への支援を効率的・効果的に

実施する。 
 

（１）事業場における産業保健活動の促進、産業保健関係者育成のための専門的研修の

実施 
ア 地域の産業保健関係者に対する実践的かつ専門的な研修の充実 

産業医等の産業保健関係者への研修については、産業保健活動に資するニーズ

調査等の結果並びにストレスチェック制度を含むメンタルヘルス、治療と就労の

両立支援、過重労働等のテーマを積極的に取り上げるとともに、面接指導の実施

方法等の実践的かつ専門的な研修を強化する。  
また、過去に実施した研修のアンケート結果により受講者のニーズを的確に捉

え、研修のテーマや内容に関する検討・検証を行うこと等により、研修内容等の

改善を図る仕組みを充実させる。 
加えて、地域窓口の機能を活かして、地域の小規模事業場に対する利用勧奨を

通じて潜在するニーズを把握するとともに、中小規模事業場におけるストレスチ

ェック制度を含むメンタルヘルス教育の継続的な実施を普及させるため、管理監

督者等を対象としたメンタルヘルス対策に係る教育を行うこと等により、中期目

標期間中の各年度において、7,340回以上の専門的研修を実施する。 
イ 自主的産業保健活動促進のためのセミナー等の実施 

産業保健総合支援センター及び地域窓口が連携して、事業場におけるストレス
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イ 産業医の活動に対するサポート体制の整備 

産業保健総合支援センターの地域窓口（以下「地域窓口」という。）に登録さ

れている産業医（以下「登録産業医」という。）や保健師（以下「登録保健師」

という。）が、対応に苦慮する事案等に接した際に、アドバイザー産業医が専門

的な相談に応じられるよう体制を早急に整備した上で、効果的に運用する。 

また、地域の産業医のネットワークを構築するためのモデル事業を実施し、特

に経験の浅い嘱託産業医が意見交換や悩みの相談ができる体制の構築などについ

て検討する。 

ウ 保健師等の産業保健関係者の活動に対するサポート体制の整備 

事業場における保健師の活動実態の調査・把握、産業保健分野における保健師

の活躍促進について検討する。 

また、産業保健関係者向け研修の企画・運営、登録保健師や地域で産業保健活

動に従事する保健師の実地指導とネットワークの構築、労働者の健康情報の取扱

い等についての事業者からの相談対応等への活用を図る。 

（２）事業場における産業保健活動の支援 

ア ニーズを踏まえた研修テーマの設定と計画的な実施 

 

産業保健総合支援センターにおける事業者、産業医等を対象とした研修の実施

に当たっては、運営協議会（都道府県医師会、事業者団体、都道府県労働局等で

構成。以下同じ。）での議論等を踏まえつつ、国の施策や地域のニーズを踏まえ

た研修テーマを設定するとともに、研修実施計画を策定して計画的に実施する。 

研修の実施に当たっては、地域ごとに研修内容等が大きく異なることのないよ

うに配慮する。この他、他団体との共催、必要なセミナー等を実施する。これら

を併せて中期目標期間の各年度において、研修実施計画を踏まえ産業保健関係者

への専門的研修等を5,300回以上実施する。 

【目標設定等の考え方】 

研修実施計画を踏まえ実施された、産業保健関係者への専門的研修、事業者向けセ

ミナー等の平成 26～29 年度の実績の平均（（17,686+3,340）÷４≒5,300 件）したも

のを第４期中期計画の目標として設定したものである。 

イ 産業保健総合支援センター及び地域窓口における専門的相談の実施 

 

産業保健総合支援センターにおいて、事業者、産業医等の産業保健関係者等が

抱えるメンタルヘルスや疾病を有する労働者への対応や治療と仕事の両立支援な

ど様々な困難課題に対する専門的相談への対応を行う。 

チェック制度の導入を含む自主的産業保健活動促進を目的とした、労働者の健康

管理やメンタルヘルス・生活習慣病対策を題材にした啓発セミナー及び事業場の

事例等について討議・検討する事例検討会を中期目標期間中の各年度において、

380回以上実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）小規模事業場等における産業保健活動への支援の充実 

ア 医師等による小規模事業場等への訪問指導及びメンタルヘルス対策や治療と就

労の両立支援の普及促進のための個別訪問支援の充実 
地域の小規模事業場（産業医の選任義務のない労働者 50 人未満の事業場）に

おける産業保健活動の促進を図るため、都道府県労働局等の行政機関や地域の産

業保健関係団体等と連携し、事業場への訪問指導を充実させるとともに、中小規

模事業場のストレスチェック制度を含むメンタルヘルス対策や治療と就労の両立

支援を普及促進するため、産業保健総合支援センターで訪問支援等を専門的に行

う者が、支援を希望する事業場を訪問し、対策の導入に関する取組支援につい

て、中期目標期間中の各年度において、25,600件以上実施する。  
また、事業主等からの相談に対しては、産業保健総合支援センターと地域窓口

が連携し、ワンストップサービスの機能を発揮して対応する等、利用者の利便性

を図り、きめ細かなサービスを提供する。 
さらに、労災病院等で治療・療養中の労働者に関する就労継続及び職場復帰支

援について、産業保健総合支援センターと労災病院に併設の治療就労両立支援セ

ンター等の連携により、企業との連絡調整等に対する支援を行う。 
イ 産業保健総合支援センター及び同センターの地域窓口における専門的相談の実

施 
産業保健総合支援センターでは、事業者、産業医等の産業保健関係者等が抱え

るメンタルヘルスや疾病を有する労働者に係る治療と就労の両立支援など様々な
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また、地域窓口は産業保健総合支援センターと連携し、地域の小規模事業場

（労働者 50 人未満の事業場。以下同じ。）からの労働者の健康管理に関する相談

について、ワンストップサービス機能を発揮して一体的に対応する等、利用者の

利便性を図り、きめ細かなサービスを提供する。 

なお、各地域における相談内容や対応結果については、本部において取りまと

めと分析を行い、産業保健総合支援センターと情報共有して業務の改善等に活用

する。 

中期目標期間の各年度において、産業保健総合支援センター及び地域窓口にお

ける専門的相談件数の実績を併せて122,600件以上実施する。  

ウ 小規模事業場に対する支援体制の充実 

地域窓口に対する小規模事業場からの支援ニーズは今後も拡大していくものと

想定されることから、限られた予算と人員の中で効率的に事業を推進できるよ

う、地域窓口の運営協議会での議論を踏まえ、支援すべき事項について優先順位

を付ける等、取組の重点化、効率化を進める。 

具体的には、真に支援を必要とする小規模事業場の支援を優先するため、総括

産業医がいる小規模事業場は支援対象に含めない。 

また、支援ニーズの拡大に備え、事業場の個別訪問による産業保健指導・支援

を行う登録産業医について、地域の医師会の協力を得ながら拡充する。あわせ

て、産業保健に知見のある登録保健師の拡充にも取り組む。 

エ 産業保健関係助成金の充実及び活用促進 

小規模事業場を対象とした産業保健関係助成金の充実に向け、現場のニーズを

踏まえた事業案を検討する。また、既存の産業保健関係助成金の活用促進に向

け、申請手続きの改善等について検討する。 

（３）メンタルヘルス対策の推進 

事業場におけるメンタルヘルス対策をより一層進めるため、支援体制を整備す

る。 

また、事業場におけるメンタルヘルス対策を推進する上で、ストレスチェック結

果の集団分析を活用した職場環境改善の実践・普及が効果的であるので、研修の実

施に当たっては、この点に配意する。 

（４）産業保健総合支援センター事業の利用促進 

ア 産業保健総合支援センター事業に対する市場ニーズ調査の実施等 

産業保健総合支援センター、地域窓口の利用を促進するため、従来行ってきた

利用者アンケートに加え、これまでに利用実績のない事業者等のニーズを把握す

るため、地域の事業者団体や労働組合等に対するヒアリングやアンケート調査等

困難課題に対する専門的相談への対応を一層進め、中期目標期間中の各年度にお

いて、47,000件以上実施する。 
地域窓口では、地域の小規模事業場（産業医の選任義務のない労働者 50 人未

満の事業場）からの労働者の健康管理に関する相談を、産業保健総合支援センタ

ーとの連携を密にして、ワンストップサービス機能を十分に発揮することによ

り、中期目標期間中の各年度において、29,568 件以上実施し、地域における体

制を充実・強化する。 
また、相談内容については、産業保健関係者に対する研修に有効活用する。 
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を実施し、その結果を踏まえた利用促進策を検討し、広報等に活用する。 

イ インターネットの利用等による情報提供 

産業保健関係者に対し、情報誌、ホームページ、メールマガジン、動画等によ

り利便性の向上に努め、産業保健に関する情報、治療就労両立支援モデル事業の

成果、安衛研等を含む機構の研究成果等について情報提供を行う。 

また、事業者に対する産業保健に係る国の施策の広報、啓発等を行うととも

に、労働者に対する効果的な情報提供について専門家の助言を得るなどして積極

的に取り組む。 

 

 

 

 

 

（５）研修内容・方式又は相談対応等の評価、事業場における産業保健活動への効果の

把握 

ア 産業保健活動の質及び利便性の向上を図るため研修、相談の利用者にアンケー

トを実施し、その内容を分析し更なる向上に努め、産業保健に関する職務や労働

者の健康管理に関する職務を行う上で有益であった旨の評価を 80％以上確保す

る。 

イ 研修、相談又は指導を行った産業保健関係者や事業者等に対して、産業保健総

合支援センター及び地域窓口で実施する事業が与えた効果を把握するためのアウ

トカム調査（※）を実施し、有効回答のうち 70％以上について具体的に改善事

項が見られるようにする。また、同調査の結果を分析し、事業の更なる向上を図

る。 

【※：産業保健総合支援センター及び地域窓口で実施する産業保健サービスによる効果

（産業保健関係者の能力向上、事業場における産業保健活動の活性化、労働者の健康

状況の改善等）を調査し、総合的な労働衛生管理の実施状況を把握するための利用者

に対するアンケート調査。】 

 

６ 治療と仕事の両立支援の推進 

就労年齢の延長に伴い、疾病等を有する労働者が増加し、治療と仕事の両立支援が

重要な課題となる中で、医療機関における当該両立支援に係る実践の経験・情報を有

する機関として一般医療機関における取組をリードしていくことに加え、企業におけ

る産業保健活動の取組を支援する機関として、両者を一体的に取り組むことが求めら

 
（３）産業保健に関する情報の提供その他の支援 

ア  産業保健関係者に対し、情報誌、ホームページ、メールマガジン又は動画等に

より、産業保健に関する情報並びに産業保健活動に資する治療就労両立支援セン

ターが実施する医療機関等に対する治療就労両立支援モデル事業の成果、安衛研

等を含む機構の研究結果等の情報を提供するとともに、提供する情報の質の向上

を図り、中期目標期間中の各年度において、2,132,000 件以上のホームページへ

のアクセス件数を得る。 
イ  利用者の拡大、利便性の向上を図るため、産業保健総合支援センターの地域窓

口で直接受けられる産業保健サービス、地域窓口を通じて受けられる産業保健総

合支援センターが行う産業保健サービスの内容等について、産業保健関係者や事

業主等に対し広報及び啓発等を行うとともに、労働者に対する情報提供について

もより積極的に取り組む。 
（４）研修内容・方式又は相談対応等の評価、事業場における産業保健活動への効果の

把握 
ア  研修、相談については、インターネット等多様な媒体も活用し、研修のテーマ

や内容に関しては産業保健相談員等による評価を行い、引き続き質及び利便性の

向上を図ることにより、利用者からの産業保健に関する職務や労働者の健康管理

に関する職務を行う上で有益であった旨の評価を80％以上確保する。 
イ 利用者に対して、上記（１）から（３）に掲げる事業に関して、産業保健総合

支援センター及び同センターの地域窓口で実施する事業が与えた効果を把握・評

価するためのアウトカム調査（※）を実施して、有効回答のうち 70％以上につ

いて具体的に改善事項が見られるようにする。また、同調査の結果を分析し、事

業の更なる質の向上を図る。 
【※：産業保健総合支援センター及び地域窓口で実施する産業保健サービスによる効果

（産業保健関係者の能力向上、事業場における産業保健活動の活性化、労働者の健康

状況の改善等）を調査し、総合的な労働衛生管理の実施状況を把握するための利用者

に対するアンケート調査。】 
 
７ 研究成果等を踏まえた治療と就労の両立や円滑な職場復帰支援の推進等 

就労年齢の延長に伴い、基礎疾患を有する労働者が増加し、治療と就労の両立支援

が重要な課題となる中で、勤労者医療における中核的役割を果たす機関として、疾病

に罹患した労働者が、治療の過程や退院時において、円滑な就労の継続や職場への復

帰が図られることを念頭においた医療の提供や支援が行われるよう以下のとおり取り
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れていることを踏まえ、以下のとおり取り組む。 

（１）治療と仕事の両立支援を推進するための治療や患者支援の推進 

適切な対応を行えば就労継続が可能であるにもかかわらず、患者が治療に専念す

る必要があると考えて、自ら就労継続を断念する等の課題が生じていることから、

労災病院及び労災病院に併設する治療就労両立支援センターにおいては、仕事を有

する患者に対しては診断時から、治療の過程、退院時に至るまで、治療方針の選択

等や医療提供に当たって、就労継続や職場への復帰を念頭に置くとともに、医療ソ

ーシャルワーカー等を活用し、患者への支援を行う。なお、両立支援の実践に当た

っては、対象疾病の拡大を図っていくことに留意する。 

両立支援の実践において収集した事例については、これを分析することで両立支

援に資する医療提供のあり方について検討を行う。 

医療機関向けマニュアル（平成 29 年作成）については、新たに収集した事例や

企業における課題等の分析・評価を行い、更新してその充実を図り、これらの成果

を研修会の開催、産業保健総合支援センターとの連携による各種講演会やセミナー

等を通じて、労災指定医療機関等及び事業場に普及する。 

 

 

 

 

 

 

ア 支援事例の収集及び分析 

治療就労両立支援センターにおいて、両立支援データベース等を活用する等に

より、がん、脳卒中、精神疾患等の罹患者に対して、両立支援コーディネーター

を中心とした支援チームによる職場復帰や治療と仕事の両立支援の事例収集を行

う。 

また、支援事例の分析により得られた新たな知見に基づく新たな支援方法等、

両立支援に資する医療提供のあり方について検討を行う。 

イ 両立支援マニュアルの更新及び普及 

両立支援データベースを活用し、支援事例の分析・評価を行って両立支援マニ

ュアルを更新し、労災指定医療機関等への普及を図る。 

ウ アンケートの実施 

支援した罹患者にアンケートを行い、80％以上から有用であった旨の評価を得

るとともに、その結果をマニュアルに反映させることにより、質の向上を図る。 

組む。 
（１）就労継続や円滑な職場復帰を念頭に置いた治療や患者支援の推進 

適切な対応を行えば就労継続が可能であるにもかかわらず、患者が治療に専念す

る必要があると考えて、自ら就労継続を断念する場合がある等の課題が生じている

ことから、労災病院及び労災病院に併設する治療就労両立支援センターにおいて

は、仕事を有する患者に対しては診断時から、治療の過程、退院時に至るまで、治

療方針の選択等や医療提供に当たって、就労継続や職場への復帰を念頭に置くとと

もに、医療ソーシャルワーカー等を活用し、患者への支援を行う。 
そのため、治療就労両立支援センターにおいて、治療と就労の両立支援のモデル

事業を実施し、労災病院等及び産業保健総合支援センターを通じて、労災指定医療

機関等及び事業場に普及するため、次のとおり取り組む。 
また、作業と関連した疾患増悪リスク、就労を視野に置いた支援や治療方針の選

択等について、労災病院等でデータを収集、分析し、適切な医療の提供や患者への

支援の在り方について検討するとともに、その検討結果、機構が過去に作成したガ

イドライン、労災疾病研究によって得られた知見、安衛研における研究成果等を、

がん、脳卒中、精神疾患等の患者の治療や支援に活用する。さらに、これらの知見

を労災病院等及び産業保健総合支援センターを通じて、労災指定医療機関等及び事

業場に普及する。 
① 研修会等の開催 

治療就労両立支援センターにおける復職（両立支援）コーディネーターの養成

及びスキルアップを図るため、研修等を実施する。 
② 支援事例の収集 

治療就労両立支援センターにおいて、労災疾病等研究、重点研究の成果、病職

歴データベースを活用する等により、がん、脳卒中、精神疾患等の罹患者に対し

て、復職（両立支援）コーディネーターを中心とした支援チームによる職場復帰

や治療と就労の両立支援の事例収集を行う。 
 
 

③ 医療機関向けマニュアルの作成及び普及 
支援事例の分析・評価を行って医療機関向けのマニュアルを作成し、労災指定

医療機関等への普及を図る。 
④ アンケートの実施 

支援した罹患者にアンケートを行い、80％以上から有用であった旨の評価を得

るとともに、その結果をマニュアルに反映させることにより、質の向上を図る。 
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（２）治療と仕事の両立支援を推進するための企業等に対する支援 

産業保健総合支援センターにおいて、①企業等に対する正しい知識・理解の普

及、②企業や産業保健スタッフ等に対する相談、支援及び③労働者と企業との間の

個別調整支援を円滑かつ適切に実施する。 

この実施に当たり、上記（１）の取組の成果も踏まえ、産業保健総合支援センタ

ーと労災病院に併設の治療就労両立支援センター等が連携し、企業との連絡調整等

に対する支援を行う。また、地域の医療機関との連携・協力関係を構築し、医療機

関における企業と連携した両立支援の取組の推進を図る。 

この取組の推進のため、産業保健総合支援センターにおける両立支援促進員等に

よる支援体制の充実を図る。 

 

 

（３）治療と仕事の両立支援を推進するための人材の育成 

治療と仕事の両立を推進するにあたり、働き方改革実行計画において、主治医、

会社・産業医と、患者に寄り添う両立支援コーディネーターによるトライアングル

型のサポート体制を構築することとされており、特に両立支援コーディネーターに

は、医療や心理学、労働関係法令や労務管理に関する知識等を身に付け、患者、主

治医、会社などのコミュニケーションのハブとして機能することが期待され、こう

した人材を効果的に育成・配置し、全国の病院や職場で両立支援が可能となること

を目指すこととされていることから、両立支援コーディネーターの養成のための基

礎研修を着実に実施するとともに、事例の共有化を図り、更なるコーディネートの

能力向上を図るための応用研修を実施する。 

また、研修の受講終了者が、どのような実践を行っているか等について広範囲に

追跡し、両立支援コーディネーター養成制度の在り方について検討する。 

事業者、産業医等の産業保健関係者に対する「事業場における治療と職業生活の

両立支援のためのガイドライン」や「企業・医療機関連携マニュアル」に係る研修

を着実に実施する。 

 

７ 重度被災労働者の職業・社会復帰の促進等 

医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターにおいては、医学的に職

場・自宅復帰可能である退院患者（※１）の割合をそれぞれ 80％以上（※２）確保

することとし、次のような取組を行う。 

また、治療開始から職場復帰までの事例収集・分析、継続的な支援方法等に関する

研究の推進と成果の普及に取り組む。 

（２）就労継続や円滑な職場復帰のための企業に対する支援 
企業において疾病や治療、仕事との両立に関する正しい知識・理解がないため

に、差別や偏見が生じたり、企業において疾病を有する労働者に対する適切な対応

が行われず、結果的に離職に至ったり、雇用の機会を喪失する等の課題が生じてい

る。 
このため、産業保健総合支援センターにおいて行う、仕事と治療の両立支援に係

る、①企業に対する正しい知識・理解の普及及び②企業や産業保健スタッフに対す

る相談、支援を円滑かつ適切に実施するため、労災病院に併設の治療就労両立支援

センターは、産業保健総合支援センターと連携する。 
また、労災病院等の患者に関する就労継続及び職場復帰支援について、産業保健

総合支援センターと治療就労両立支援センター等の連携により、企業との連絡調整

等に対する支援を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８ 重度被災労働者の職業・社会復帰の促進等 

医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターにおいては、医学的に職

場・自宅復帰可能である退院患者の割合をそれぞれ 80％以上（※）確保することと

し、次のような取組を行う。 
【※：平成 21 年度から平成 25 年度までの実績 医療リハビリテーションセンター

（平均90.7％、総合せき損センター（平均）80.4％】 
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【※１：医師が医学的に職場・自宅復帰可能と判断し、患者の希望により、円滑な復帰

のため居住地近くの病院へ転院した患者を含む】 

【※２：平成26年度から平成29年度までの実績医療リハビリテーションセンター（平

均）91.7％、総合せき損センター（平均）82.0％】 

（１）医療リハビリテーションセンターの運営 

医療リハビリテーションセンターにおいては、四肢・脊椎の障害、中枢神経麻痺

患者に対し、チーム医療を的確に実施することにより、身体機能の向上を図るとと

もに、職業・社会復帰後の生活の質（ＱＯＬ）の向上を図る観点から、自立支援機

器の研究開発の実施及び普及並びに職業リハビリテーションを含めた関係機関との

連携強化に取り組む。 

（２）総合せき損センターの運営  

総合せき損センターにおいては、外傷による脊椎・せき髄障害患者に対し、受傷

直後から一貫してチーム医療を的確に実施することにより早期に身体機能の向上を

図るとともに、職業・社会復帰後の生活の質（ＱＯＬ）の向上を図る観点から、自

立支援機器の研究開発の実施及び普及やせき損患者に関する高度・専門的な知見に

係る情報発信に取り組む。 

 

 

 

 

 

Ⅱ 労働者の福祉に係る業務として取り組むべき事項 

１ 未払賃金の立替払業務の着実な実施 

（１）迅速かつ適正な立替払の実施及び立替払金の求償 

ア 迅速かつ適正な立替払の実施 

未払賃金立替払制度は、企業倒産における労働者のセーフティネットとして重

要な役割を果たしていることから、迅速かつ適正な立替払を実施するため、請求

件数の約 7 割の証明を行っている破産管財人等への研修会の実施、裁判所への協

力要請を行うとともに、請求者向けリーフレットの改訂等情報提供の強化を図

り、原則週１回払いを堅持して不備事案を除き請求書の受付日から支払日までの

期間について、平均で20日以内を維持する。 

【※：平成26年度から平成29年度までの実績（平均）17.0日】 

イ 立替払金の求償 

立替払の実施に際し、立替払後の求償について事業主等に対して周知徹底を図

 
 
 
 
（１）医療リハビリテーションセンターの運営 

医療リハビリテーションセンターにおいては、四肢・脊椎の障害、中枢神経麻痺

患者に対し、チーム医療を的確に実施することにより、身体機能の向上を図るとと

もに、職業・社会復帰後の生活の質（ＱＯＬ）の向上を図る観点から、生活支援機

器の研究開発の実施及び職業リハビリテーションを含めた関係機関との連携強化に

取り組む。 
（２）総合せき損センターの運営 

総合せき損センターにおいては、外傷による脊椎・せき髄障害患者に対し、受傷

直後から一貫したチーム医療を的確に実施することにより、早期に身体機能の向上

を図るとともに、せき損患者に係る高度・専門的な知見に係る情報を発信する。 
 
 
 
９ 地域の中核的医療機関としての役割の推進 
 
10 国内外の労働安全衛生関係機関等との協力の推進 
 
Ⅱ 労働者の福祉に係る業務として取り組むべき事項 
１ 未払賃金の立替払業務の着実な実施 
（１） 迅速かつ適正な立替払の実施及び立替払金の求償 

ア 迅速かつ適正な立替払の実施 
未払賃金立替払制度は、企業倒産における労働者のセーフティネットとして重

要な役割を果たしていることから、迅速かつ適正な立替払を実施するため、請求

件数の約７割の証明を行っている破産管財人等への研修会の実施、裁判所への協

力要請を行うとともに、審査業務の標準化の徹底を図り、原則週１回払いを堅持

し、不備事案を除き請求書の受付日から支払日までの期間について、平均で 25
日以内を維持する。 

【※：平成21年度から平成25年度までの実績（平均）19.4日】 
イ 立替払金の求償 

立替払の実施に際し、立替払後の求償について事業主等に対して周知徹底を図
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るとともに、破産事案における確実な債権の保全、再建型倒産事案における弁済

の履行督励及び事実上の倒産事案における適時適切な求償を行うことにより、弁

済可能なものについて確実な回収を図る。 

（２）情報開示の充実 

年度ごとの立替払額やその回収金額の情報を業務実績報告書等において明らかに

する。 

 

２ 納骨堂の運営業務 

毎年、遺族及び関係団体代表者等を招いて産業殉職者合祀慰霊式を開催し、新たな

産業殉職者の御霊を奉安するとともに、慰霊の場にふさわしい環境整備を行うことに

より、来堂者、遺族等から、慰霊の場としてふさわしいとの評価を毎年 90％以上得

る。 

 

また、産業殉職者慰霊事業について、ホームページ及びパンフレットを活用し周知

に努める。 

【※：平成26年度から平成29年度までの実績（平均）94.5％】 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 業務の合理化・効率化 

業務の効率化等に向けた取組を実施し、職員の長時間労働の抑制や年次有給休暇の

取得促進等を図り、機構における「働き方改革」の取組を推進する。 

また、機構の給与水準について、国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与

等、業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮し、国民の

理解と納得が得られる適正な水準となるよう、併せて、職員の評価方法について、客

観性の高い評価の仕組みとなるよう、引き続き人事給与制度の見直しを行う。 

 

さらに、ＷＥＢ会議の運用拡大を図るとともに、電子決裁の導入拡大を進めること

により、更なる業務の効率化を図る。 

 

２ 機動的かつ効率的な業務運営 

経費節減の意識及び能力・実績を反映した業務評価等を適切に行い、理事長の強い

指導力の下で、事務内容、予算配分及び人員配置等を弾力的に対応できる機動的かつ

効率的な業務運営体制を確立し、内部統制について更に充実・強化を図る。 

また、機構内の複数の施設が有する機能等を連携して行う協働研究の相乗効果を最

るとともに、破産事案における確実な債権の保全、再建型倒産事案における弁済

の履行督励及び事実上の倒産事案における適時適切な求償を行うことにより、弁

済可能なものについて最大限確実な回収を図る。 
（２）情報開示の充実 

年度ごとの立替払額やその回収金額の情報を業務実績報告書等において明らかに

する。 
 
２ 納骨堂の運営業務 

毎年、産業殉職者合祀慰霊式を開催するほか、納骨等に関する遺族からの相談の実

施、遺族への収蔵案内及び草花類の植栽等により環境美化を行う。 
また、産業殉職者合祀慰霊式の参列者及び日々の参拝者に満足度調査を実施し、慰

霊の場としてふさわしいとの評価を毎年 90％以上得るとともに、その結果を業務内

容の改善に反映する。 
さらに、産業殉職者慰霊事業について、ホームページ及びパンフレットを活用し周

知に努める。 
【※：平成21年度から平成25年度までの実績（平均）91.8％】 
 
第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 業務の合理化 

法人全体として統合効果を発揮し、中期目標期間中に管理部門で１割程度の人員を

削減する等、運営体制の合理化を行う。 
また、役員の業績、職員の勤務成績、法人の事業実績、社会一般の情勢等を反映し

た人事・給与制度の見直しを進める。 
業務の合理化に当たっては、これまで安衛研で実施してきた労働現場のニーズ把

握、行政の政策課題を踏まえた重点的な研究、研究成果の普及促進・活用などが損な

われないよう最大限の配慮を行う。 
また、ＷＥＢ会議の運用拡大を図るとともに、電子決裁の導入を進めることによ

り、コストの削減を図る。 
 
２ 機動的かつ効率的な業務運営 

経費節減の意識及び能力・実績を反映した業務評価等を適切に行い、理事長の強い

指導力の下で、事務内容、予算配分及び人員配置等を弾力的に対応できる機動的かつ

効率的な業務運営体制を確立し、内部統制について更に充実・強化を図る。 
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大限発揮するため、引き続き効率的・効果的な業務運営に取り組む。 

 

３ 業務運営の効率化に伴う経費節減等 

（１）業務運営の効率化に伴う経費節減等 

運営費交付金を充当して行う事業については、機構において策定した「調達等合

理化計画」に基づきさらなる業務運営の効率化を図ることにより、新規業務追加部

分、人件費及び公租公課等の所要計上を必要とする経費を除き、中期目標期間終了

時までに、一般管理費の中期計画予算については、平成 30 年度の予算と比べて

15％に相当する節減額を、また、事業費（専門医療センター事業、研究・試験事

業、災害調査事業を除く。）の中期計画予算については、平成 30 年度の予算と比べ

て５％に相当する節減額を見込んだものとする。 

特に、一般管理費については、従前にもまして経費節減の余地がないか自己評価

を厳格に行った上で、適切に対応する。 

 

 

 

また、医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターの運営費交付金

割合については、業務運営の徹底した効率化を図ること等により、前中期目標期間

の実績（特殊要因を除く）の平均を超えないものとしつつ、医療水準の向上を図

る。 

（２）適正な給与水準の検証・公表 

機構の給与水準については、医療本来の責務である医療の質や安全の確保、経営

基盤の強化のための適正な診療体制の確保及び勤労者医療の推進、労働現場におけ

る安全衛生水準の向上という組織本来の使命を果たす必要があることから、医師等

の給与水準及び確保状況を明らかにしたうえで、国家公務員の給与等、民間企業の

従業員の給与等、業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を

考慮し、国民の理解と納得が得られるよう、手当を含め役職員給与の適正な在り方

について厳しく検証した上で、その検証結果や措置状況を公表する。 

 

 

 

（３）契約の適正化 

契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組によ

り、契約の適正化を推進する。 

 
 
３ 一般管理費、事業費等の効率化 
（１）業務運営の効率化に伴う経費節減等 

運営費交付金を充当して行う事業については、機構において策定した「調達等合

理化計画」に基づきさらなる業務運営の効率化を図ることにより、新規業務追加部

分及び安衛研の人件費を除き、中期目標期間終了時までに、一般管理費（退職手当

を除く。）の中期計画予算については、平成 26 年度の予算と比べて 12％に相当す

る節減額を、また、事業費（専門医療センター事業、研究・試験事業、災害調査事

業を除く。）の中期計画予算については、平成26 年度の予算と比べて４％に相当す

る節減額を見込んだものとする。 
また、安衛研の労働災害防止に係る基礎・応用研究機能と労災病院が持つ臨床研

究機能との一体化による相乗効果を最大限発揮するとともに、安衛研の調査研究業

務の実施体制を維持するための経費を確保するため、前記１の管理部門の合理化等

による経費節減の上乗せを図るほか、一般管理費については、従前にもまして経費

節減の余地がないか自己評価を厳格に行った上で、適切に対応する。 
さらに、医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センター（分院を除

く。）の運営費交付金割合については、業務運営の徹底した効率化を図ること等に

より、労災リハビリテーション工学センター廃止に伴う業務移管によるものを除

き、平成20年度の割合を超えないものとしつつ、医療水準の向上を図る。 
（２）適正な給与水準の検証・公表 

給与水準については、医療本来の責務である医療の質や安全の確保、経営基盤の

強化のための適正な診療体制の確保及び勤労者医療の推進、労働現場における安全

衛生水準の向上という組織本来の使命を果たす必要があることから、医師等の給与

水準及び確保状況を特に考慮した上で、適正な給与水準のあり方について今後も以

下のような観点を踏まえ厳しく検証を行い、その検証結果や措置状況について公表

する。 
ア 国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民間事

業者及び国家公務員の給与水準等に照らし、現状の給与水準が適切かどうか十分

な説明ができるか。 
イ 給与水準についての説明が十分に国民の理解を得られるものとなっているか。 

（３）契約の適正化 
契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組によ

り、契約の適正化を推進する。 
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ア 公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点

から、機構において策定した「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施す

る。 

イ 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を行う

場合には、競争性、透明性が十分確保される方法により実施する。 

ウ 監事及び会計監査人による監査、契約監視委員会において、入札・契約の適正

な実施について徹底的なチェックを受ける。 

エ スケールメリットを活かして、機構内における新たな共同調達に向けた検討等

も含め、一層の業務の効率化を図る。 

 

 

 

 

 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 外部資金の活用等 

機構の目的に沿い、かつ、社会的ニーズの高い分野における機動的な研究の促進の

ため必要な場合には、既存の研究予算との使途目的を整理した上で、外部資金の獲得

を図る。 

また、研究施設・設備の有償貸与、寄附金等により自己収入の拡大を図る。 

 

２ 経費の節減を見込んだ予算による業務運営の実施 

運営費交付金を充当して行う事業については、「第２ 業務運営の効率化に関する

目標を達成するためにとるべき措置」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成

し、当該予算による運営を行う。 

また、独立行政法人会計基準を踏まえ、収益化単位の業務ごとに予算と実績を管理

する。 

 

 

３ 労災病院の経営改善 

（１）独立行政法人国立病院機構との連携等 

全ての労災病院において医薬品及び高額医療機器等の共同購入等を実施し、独立

行政法人国立病院機構（以下「国病機構」という。）等の公的医療機関と連携を行

うほか、医師が不足する病院の医師確保等を行い、労災病院の経営改善を図る。 

ア 公正かつ透明な調達手続による適切で、迅速かつ効果的な調達を実現する観点

から、機構において策定した「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施す

る。 
イ 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を行う

場合には、競争性、透明性が十分確保される方法により実施する。 
ウ 監事及び会計監査人による監査、契約監視委員会において、入札・契約の適正

な実施について徹底的なチェックを受ける。 
エ 独立行政法人国立病院機構（以下「国病機構」という。）等の公的医療機関と

の連携を図り、全ての労災病院において、医薬品及び医療機器の入手に際して、

経営的観点から調査を行った上で、可能なものについて共同購入の手法を積極的

に採用する。 
また、統合後のスケールメリットを生かして、新法人内における共通的な事務用

品等の共同調達に向けた検討等も含め、一層の業務の効率化を進める。 
 
第３ 予算、収支計画及び資金計画 
１ 外部資金の活用等 

外部資金については、重点研究の５分野への活用も考慮しつつ、機動的な研究の促

進のため、社会的ニーズの高い分野に重点を置き、獲得を図る。 
 

また、研究施設・設備の有償貸与、寄附金等により自己収入の拡大を図る。 
 
２ 経費の節減を見込んだ予算による業務運営の実施 

運営費交付金を充当して行う事業については、「第２ 業務運営の効率化に関する

目標を達成するためにとるべき措置」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成

し、当該予算による運営を行う。 
また、独立行政法人会計基準の改訂等を踏まえ、運営費交付金の会計処理に当たっ

ては、原則として業務達成基準による収益化を採用し、収益化単位ごとに予算と実績

を管理する体制を構築する。 
 
３ 労災病院の経営改善 
（１）国病機構との連携等 

高額医療機器等の協同購入等、国病機構等の公的医療機関と連携を行うほか、厚

生年金基金の国への代行返上、医師が不足する病院の医師確保等を行い、労災病院

の経営改善を図る。 
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（２）個別病院単位の財務関係書類の作成等 

労災病院ごとの財務状態及び運営状況を体系的・統一的に捉え、ガバナンス機能

の向上を図るため、個別病院単位の財務関係書類を作成、公表する。 

 

（３）医業収入の安定的な確保 

安定的な病院運営を図るため、医療サービスの質の向上や所在する医療圏の地域

医療構想、人口動態等を踏まえた適正な診療機能の検討を行うとともに、地域包括

ケアシステムの構築における各労災病院の取組を推進し、新入院患者確保に努める

ことにより、病院施設を効率的に稼働させ、病床利用率を全国平均以上（※）とす

るなど、病院収入の安定的な確保に努める。 

【※：医療法施行令第四条の八による「病院報告」に基づく一般病床の病床利用率の年

間実績】 

（４）医業未収金の適切な回収 

医業未収金について、定期的な督促や滞納者からの承認書の徴取等、債権の保全

措置を執り、医業未収金比率（医療事業収入に対する個人未収金の割合）につい

て、前中期目標期間の実績の平均を超えないものとしつつ、適切に回収を行う。 

 

 

 

 

４ 保有資産の見直し 

（１）機構が保有する資産については、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性

の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、その保有する必要性に

ついて検証、不断に見直しを行い、支障のない限り、国へ返納等を行う。 

また、労災病院の保有資産のうち、機構成立後において、独立行政法人労働者健

康安全機構法（平成14年法律第171号。以下「機構法」という。）附則第７条に基

づく資産処分以外の資産処分により生じた収入については、医療の提供を確実に実

施するため、労災病院の増改築費用等へ有効活用する。 

（２）特許権は、開放特許情報データベースへの登録、ホームページでの広報等によ

り、その実施を促進し、特許収入の拡大を図る。 

また、登録から一定の年月が経過し、実施許諾の見込み等が小さいと判断される

ものは、当該特許権の維持の是非を検討し、登録・保有コストの削減を図る。 

 

５ 予算（人件費の見積もりを含む。） 

（２）個別病院単位の財務関係書類の作成等 
労災病院ごとの財務状態及び運営状況を体系的・統一的に捉え、ガバナンス機能

の向上を図るため、平成 26 事業年度分から個別病院単位の財務関係書類を作成、

公表する。 
（３）繰越欠損金の解消計画の策定 

繰越欠損金については、解消を図るために必要な機構全体の取組内容のほか、各

病院における年度ごとの解消額を定めるとともに、都道府県が策定する地域医療計

画も勘案し、達成できなかった病院の運営体制の見直し等を図ることにより、平成

28年度を目途に解消する。 
 
 
 
（４）医業未収金の適切な回収 

医業未収金について、定期的な督促や滞納者からの承認書の徴取等、債権の保全

措置を執り、適切に回収を行うことにより、平成 26 年度に比して、医業未収金比

率（医療事業収入に対する個人未収金の割合）の低減に取り組む。 
 
４ 本部事務所の移転 

本部事務所については、移転を図り、経費の削減を行う。 
 
５ 保有資産の見直し 
ア 機構が保有する資産については、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性

の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観点に沿って、その保有する必要性に

ついて検証、不断に見直しを行い、支障のない限り、国へ返納等を行う。 
また、労災病院の保有資産のうち、機構成立後において、独立行政法人労働者健

康安全機構法（平成 14 年法律第 171 号。以下「機構法」という。）附則第７条に

基づく資産処分以外の資産処分により生じた収入については、医療の提供を確実に

実施するため、労災病院の増改築費用等へ有効活用する。 
イ 特許権については、特許権の登録から一定の年月が経過し、特許権の実施許諾の

見込み等が小さいと判断されるものについては、当該特許権の維持の是非について

検討し必要な措置を講ずるなど、登録・保有コストの削減を図るとともに、併せて

上記第１の４（６）の取組等により、特許収入の拡大を図る。 
 
６ 予算（人件費の見積もりを含む。） 
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  別紙２のとおり【Ｐ】 

 

６ 収支計画  

  別紙３のとおり【Ｐ】 

 

７ 資金計画  

別紙４のとおり【Ｐ】 

 

第４ 短期借入金の限度額 

１ 限度額  

○百万円【Ｐ】（運営費交付金年間支出の12分の３を計上） 

 

２ 想定される理由  

運営費交付金の受入の遅延による資金不足等 

 

第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の

処分に関する計画 

以下の財産処分を中期目標期間の最終年度までに完了するよう努める。 

機構法附則第７条の規定に基づく資産である旧岩手労災病院職員宿舎については、

売却により国庫納付を行う。 

また、旧労災リハビリテーション愛知作業所については、建物等を解体し、土地を

所有者に返還する。 

 

 

 

 

 

第６ 第５に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするとき

はその計画 

中期目標期間の最終年度までに売却が完了するよう努める。 

秋田労災病院駐車場用地、秋田労災病院職員宿舎、鹿島労災病院駐車場用地、関西

労災病院職員宿舎、神戸労災病院職員宿舎、和歌山労災病院移転後跡地の一部、九州

労災病院門司メディカルセンター職員宿舎 

 

別紙１のとおり 
 
７ 収支計画 

別紙２のとおり 
 
８ 資金計画 

別紙３のとおり 
 
第４ 短期借入金の限度額 
１ 限度額 

3,077百万円（運営費交付金年間支出の12分の３を計上） 
 
２ 想定される理由 

運営費交付金の受入の遅延による資金不足等 
 
第５ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の

処分に関する計画 
機構法附則第７条の規定に基づく資産については、売却により国庫納付を行うとと

もに、それ以外の資産については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

（平成 22 年 12 月７日閣議決定）により原則として現物により国庫納付することを

中期目標期間の最終年度までに完了するよう努める。 
機構法附則第７条の規定に基づく資産 
旧岩手労災病院職員宿舎、旧岩手労災病院付添者宿泊施設、水上荘 
それ以外の資産 
労災リハビリテーション宮城作業所、労災リハビリテーション長野作業所、労災リ

ハビリテーション福岡作業所 
 
第６ 第５に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするとき

はその計画 
中期目標期間の最終年度までに売却が完了するよう努める。 
千葉労災病院本体敷地の一部、九州労災病院移転後跡地の一部、九州労災病院門司

メディカルセンター職員宿舎、燕労災病院（第１Ⅰ９（７）アに基づく移譲を行う場

合）、鹿島労災病院（第１Ⅰ９（７）イに基づく移譲を行う場合） 
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第７ 剰余金の使途  

本中期目標期間中に生じた剰余金については、労災病院においては施設・設備の整

備、その他の業務においては労働者の健康の保持増進に関する業務や調査及び研究並

びにその成果の普及の充実に充当する。 

 

第８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１ 人事に関する計画 

運営費交付金を充当して行う業務に係る常勤職員については、業務の効率化及び体

制の強化の両面からその職員数の適正化を図る。 

 

２ 施設・設備に関する計画 

（１）労災病院に係る計画 

中期目標期間中に整備する労災病院の施設・設備については、別紙５のとおりと

する。 

（２）労災病院以外の施設に係る計画 

労災病院以外の施設について、施設整備費補助金により施設整備を図る。 

ア 施設名 

北海道せき損センター、大阪労災病院治療就労両立支援センター、安衛研 

 

イ 予定額 

○百万円【Ｐ】（特殊営繕、機器等整備を含む。） 

ウ 上記の計画については、業務実施状況、予見しがたい事情等を勘案し、施設整

備を追加又は予定額を変更することがあり得る。 

 

３ 中期目標期間を超える債務負担 

中期目標期間を超える債務負担については、当該債務負担行為の必要性及び資金計

画への影響を勘案し、合理的と判断されるものについて行う。 

 

４ 積立金の処分に関する事項   

積立金は、厚生労働大臣の承認するところにより、将来の資金決済の生じない費用

のほか労災病院における施設・設備の整備、労働者の健康の保持増進に関する業務や

調査及び研究並びにその成果の普及に充てる。 

 

第９ その他業務運営に関する重要事項 

第７ 剰余金の使途 
本中期目標期間中に生じた剰余金については、労災病院においては施設・設備の整

備、その他の業務においては労働者の健康の保持増進に関する業務や調査及び研究並

びにその成果の普及の充実に充当する。 
 
第８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
１ 人事に関する計画 

運営費交付金を充当して行う事業に係る常勤職員については、業務の簡素化、効率

化等により、その職員数の適正化を図る。 
 
２ 施設・設備に関する計画 
（１）労災病院に係る計画 

中期目標期間中に整備する労災病院の施設・設備については、別紙４のとおりと

する。 
（２）労災病院以外の施設に係る計画 

労災病院以外の施設について、施設整備費補助金により施設整備を図る。 
ア 施設名 

機構本部、釧路労災看護専門学校、大阪労災看護専門学校、岡山労災看護専門

学校、吉備高原医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、安衛研 
イ 予定額 

14,376百万円（特殊営繕、機器等整備を含む。） 
ウ 上記の計画については、業務実施状況、予見しがたい事情等を勘案し、施設整

備を追加又は予定額を変更することがあり得る。 
 
３ 中期目標期間を超える債務負担 

中期目標期間を超える債務負担については、当該債務負担行為の必要性及び資金計

画への影響を勘案し、合理的と判断されるものについて行う。 
 
４ 積立金の処分に関する事項 

安衛研の前中期目標期間繰越積立金は、安衛研が自己収入財源で取得し機構に承継

した固定資産に係る当中期目標期間の減価償却等に要する費用に充当する。 
 
 
第９ その他業務運営に関する重要事項 
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１ 人事に関する事項 

（１）能動的な人事管理 

機構の業務運営に見合った人材の採用に努める。 

また、採用した職員の専門性を高めるため、適切な能力開発を実施するととも

に、職員の勤務成績が考慮された人事・給与となるよう、業績評価を反映する取組

を実施し、職員の意欲の向上を図る。 

（２）優秀な研究員の確保・育成 

ア 研究員は、公募による任期付採用を原則とし、任期中に研究員としての能力が

確認された者から、研究業績や将来性を踏まえて、任期を付さない研究員として

登用する。 

イ ただし、アによらず、研究所に必要な専門性を有し、研究経験及び研究員とし

ての能力が優れている者を採用する場合は、任期の定めのない研究員として採用

することとする。 

ウ 女性や障害者がその能力を発揮できる研究環境の整備に努める。 

 

エ 研究ニーズや研究員の研究実績、経験、将来性等を考慮した、多面的な業績評

価に基づく柔軟な人事配置の徹底等を行う。 

オ 若手研究員による外部資金の獲得の促進や、在外研究員派遣制度の活用促進を

図る。 

カ 労働者の健康や安全に関する幅広い知識、関心等を養うため、労災病院の臨床

研究の場も含めた交流の場等への参加を促すなど、研究スキルの向上に配慮した

キャリア・アップを戦略的に実施する。 

（３）医療従事者の確保 

 

 

 

ア 優秀な医師の育成等 

勤労者医療に関する研修内容を盛り込んだ臨床研修指導医・研修医を対象とし

た機構独自の講習会等を通じて、勤労者医療、他職種との協働等を実践できる医

師の育成に積極的に取り組むことにより、優秀な医師を育成、確保する。 

 

イ 臨床研修医及び専攻医の確保 

若手医師の確実な確保を図るため、病院見学・実習の積極的な受入及び「臨床

研修指定病院合同説明会」等の機会を利用して、各労災病院の特色等のＰＲを行

１ 人事に関する事項 
（１）能動的な人事管理 

質の高い業務運営を行うため、優秀な人材の確保に努める。 
また、採用した職員の専門性を高めるため、適切な能力開発を実施するととも

に、職員の勤務成績が考慮された人事・給与となるよう、職務の特性に応じた業績

評価等を適切に反映する取組を実施し、職員の意欲の向上を図る。 
（２）優秀な研究員の確保・育成 

ア 研究員の採用に当たっては、原則として、公募による任期付採用を行い、採用

後一定期間経過後に、研究業績や将来性を踏まえて、任期を付さない研究員とし

て登用する。 
また、任期の定めのない研究員の採用に当たっては、研究経験を重視し、研究

員としての能力が確認された者を採用する。 
 

イ 女性や障害のある研究員がその能力を十分に発揮できる研究環境の整備に努め

る。 
ウ 研究ニーズや研究員の研究実績、経験、将来性等を考慮した柔軟な配置、計画

的な研究の実施、若手研究員による外部資金の獲得の促進、在外研究員派遣制度

の活用促進、多面的な業績評価に基づく柔軟な人事配置の徹底等を行う。 
さらに研究員の能力開発を図り、労働者の健康や安全に関する幅広い知識、関

心等を養うため、労働災害防止団体、業界団体、さらには、労災病院の臨床研究

の場も含めた交流の場等への参加を促すことで、研究スキルの向上に配慮し、キ

ャリア・アップを戦略的に実施する。 
（３）医療従事者の確保 

質の高い医療の提供及び安定した運営基盤を構築するため、次の取組により、優

秀な人材（特に医師）の確保、定着、育成及び労災病院グループ内の連携について

充実・強化を図るとともに、ＯＪＴ等により、その資質の向上に努める。 
ア 優秀な医師の育成等 

勤労者医療に関する研修内容を盛り込んだ臨床研修プログラムの作成や臨床研

修指導医・研修医を対象とした機構独自の講習会等を通じて、勤労者医療を実践

できる医師の育成に積極的に取り組むことにより、優秀な医師を育成、確保す

る。 
イ 臨床研修医及び専攻医の確保 

若手医師の確実な確保を図るため、病院見学・実習の積極的な受入及び「臨床

研修指定病院合同説明会」等の機会を利用して、各労災病院の特色等のＰＲを行
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い、臨床研修医及び専攻医（後期研修医）の確保に努める。 

ウ 医師等の働きやすい環境の整備 

医師等の人材確保、定着及びモチベーションの向上等の観点から、院内保育体

制の充実等といった医師等の働きやすい環境の整備に努める。 

エ 人材交流の推進等 

機構内の人材の有効活用と職員の能力向上を図るため、施設間の人事交流を推

進するとともに、国病機構との人材交流等について計画的に実施する。 

オ 専門看護師・認定看護師及び特定行為を行う看護師等の育成 

看護師については、患者・家族に良質で効率的な医療を提供するチーム医療の

中心的な役割を果たすとともに、医療の質の確保、地域との切れ目のないケアの

推進に向け活動する必要があることから、専門看護師・認定看護師等の育成に努

める。 

加えて、特定行為研修の実施により、高度な専門性の下に多職種と連携・協働

しながら、治療と生活の両面から患者を支援できる特定行為を行う看護師の育成

に努める。 

カ 各職種の研修プログラムの検証・充実 

質の高い医療の提供と安定した運営基盤の構築に必要な人材を育成するため、

集合研修においては、毎年度、各職種の研修プログラムを検証し、勤労者医療・

チーム医療等に関する研修内容を充実させることにより職員の資質の向上を図

る。 

キ 専門性を有する看護師の養成 

勤労者医療及び地域医療を担う労災病院において安定した医療体制を確保・充

実させるため、労災看護専門学校では、医療や看護に関する専門知識とともに、

労働者の健康を取り巻く現状、治療と就労の両立支援に関するカリキュラムを充

実することで、勤労者医療の専門的知識・技術を有する優秀な看護師を養成す

る。 

ク 労災病院間における医師の派遣 

医師確保が特に困難な状況にある労災病院に対し、当該病院の診療機能の充実

を図るため、労災病院間における医師の派遣を行うことにより、労災病院グルー

プの連携を強化するとともに医師不足の病院への支援に努める。 

（４）産業保健総合支援センターに従事する職員の育成 

事業場に対して質の高い産業保健サービスを提供していくためには、事業者や産

業保健関係者への適切な助言・指導や相談対応等を行う産業保健総合支援センター

職員の育成が重要であることから、職員の能力向上に向けた研修計画を定め、計画

い、臨床研修医及び専攻医（後期研修医）の確保に努める。 
ウ 医師等の働きやすい環境の整備 

医師等の人材確保、定着及びモチベーションの向上等の観点から、院内保育体

制の充実等といった医師等の働きやすい環境の整備に努める。 
エ 人材交流の推進等 

機構内の人材の有効活用と職員の能力向上を図るため、施設間の人事交流を推

進するとともに、国病機構との人材交流等について計画的に実施する。 
オ 専門看護師・認定看護師等の育成 

看護師については、患者・家族に良質で効率的な医療を提供するチーム医療の

中心的な役割を果たすとともに、医療の質の確保、地域との切れ目のないケアの

推進に向け活動する必要があることから、専門看護師・認定看護師等の育成に努

める。 
 
 
 

カ 各職種の研修プログラムの検証 
高度・専門医療の提供と安定した運営基盤の構築に必要な人材を育成するた

め、集合研修においては、毎年度、各職種の研修プログラムを検証し、勤労者医

療に関する研修内容をはじめとする専門研修内容を充実させることにより職員の

資質の向上を図る。 
キ 専門性を有する看護師の養成 

勤労者医療及び地域医療を担う労災病院において安定した医療体制を確保・充

実させるため、労災看護専門学校では、医療や看護に関する専門知識とともに、

労働者の健康を取り巻く現状、治療と就労の両立支援に関するカリキュラムを充

実することで、勤労者医療の専門的知識・技術を有する優秀な看護師を養成す

る。 
ク 労災病院間における医師の派遣 

医師確保が特に困難な状況にある労災病院に対しては、当該病院の診療機能の

充実を図るため、労災病院間における医師の派遣を推進し、労災病院グループの

連携を強化して医師不足の病院への支援に努める。 
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的に研修を開催する。 

（５）障害者雇用の着実な実施 

ア 障害者の採用及び離職状況を定期的に把握し、「障害者の雇用の促進等に関す

る法律」（昭和35年法律第123号）において定められた法定雇用率を着実に上回

るよう措置する。 

イ 障害者の募集・採用から、配置・定着に至るまでの取組及び雇用体制の整備に

係るマニュアルを周知・活用することにより障害者雇用の取組を充実させ、雇用

した障害者の定着を図る。 

 

 

 

 

 

 

２ 労働安全衛生融資貸付債権の管理 

労働安全衛生融資貸付（職場環境改善等資金貸付）について、貸付先事業所の状況

に応じ適切な債権管理を行う。 

 

３ 内部統制の充実・強化等 

（１）内部統制の充実・強化 

内部統制については、総務省の「「独立行政法人の業務の適正を確保するための

体制等の整備」について」（平成26年11月28日行政管理局長通知）及び総務省独

立行政法人評価制度委員会、有識者会議、労働 WG 等において通知、指摘等された

事項に基づき、理事長のリーダーシップの下、必要に応じ規程等の見直しを行うと

ともに、内部統制の仕組が有効に機能しているか点検・検証を行い、点検結果を踏

まえた必要な見直しを行うなど、更なる充実・強化を図る。 

また、内部統制の構築・運用状況について、内部監査室においては本部に関して

毎年度、施設に関しては原則３年に１度の監査を行うとともに、内部統制担当部門

へのヒアリング、内部監査室の監査報告書等を通じて監事の監査を受ける。 

（２）業績評価の実施 

外部有識者による業績評価委員会を開催し、事業ごとに事前・事後評価を行い、

業務運営に反映させる。また、業績評価結果については、インターネットの利用そ

の他の方法により公表する。 

（３）事業実績の公表等 

 
（５）障害者雇用の着実な実施 

ア 障害者の雇用については、採用及び離職状況を定期的に把握し、「障害者の雇

用の促進等に関する法律」（昭和 35 年法律第 123 号）において定められた法定

雇用率を着実に上回るよう措置する。 
イ 障害者の募集、採用から配置、定着に至るまでに実施するマニュアルを作成

し、円滑な障害者雇用の促進、定着を図る。また、当該マニュアルについては障

害者雇用の実情に応じた内容改訂を行うとともに、成果の普及を行う。 
 
２ 労災リハビリテーション作業所の完全廃止 

在所者の退所先の確保を図りつつ、施設（※）の廃止に取り組み、平成 27 年度末

までに全施設を廃止する。 
※ 27年度末までに全施設廃止済み 

 
３ 労働安全衛生融資貸付債権の管理 

労働安全衛生融資貸付債権について、回収計画を策定し、適切な回収を行う。 
 
 
４ 内部統制の充実・強化等 
（１）内部統制の充実・強化 

内部統制については、総務省の「「独立行政法人の業務の適正を確保するための

体制等の整備」について」（平成 26 年 11 月 28 日行政管理局長通知）及び総務省

独立行政法人評価制度委員会、有識者会議、労働ＷＧ等において通知、指摘等され

た事項に基づき、理事長のリーダーシップの下、必要な規程等の整備、見直しを行

うとともに、内部統制の仕組が有効に機能しているかどうかの点検・検証、点検結

果を踏まえた必要な見直しを行うなど充実・強化等を図る。 
また、内部統制の構築・運用状況について、内部監査室においては本部に関して

毎年度、施設に関しては原則３年に１度の監査を行うとともに、内部統制担当部門

へのヒアリング、内部監査室の監査報告書等を通じて監事の監査を受ける。 
（２）業績評価の実施 

外部有識者による業績評価委員会を開催し、事業ごとに事前・事後評価を行い、

業務運営に反映させる。また、業績評価結果については、インターネットの利用そ

の他の方法により公表する。 
（３）事業実績の公表等 
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毎年度、決算終了後速やかに事業実績等をインターネットの利用その他の方法に

より公開することにより、業務の透明性を高めるとともに、広く機構の業務に対す

る意見・評価を求め、これらを翌年度の事業運営計画へ反映させることを通じて、

業務内容の充実を図る。 

 

４ 公正で適切な業務運営に向けた取組 

活動の社会への説明責任を的確に果たすため、情報の公開を図り、個人情報、企業

秘密等の保護を的確に行う。 

また、研究員が関与する研究については、遵守すべき研究倫理に反する行為や利益

相反行為、研究内容に関する不正行為の防止対策や、研究費の不正使用防止対策の実

施等、研究員が高い職業倫理を持って研究活動を行うことができるよう必要な措置を

講じる。 

 

５ 決算検査報告指摘事項への対応 

これまでの決算検査報告（会計検査院）で受けた指摘を踏まえ、見直しを行うもの

とする。 

 

６ 情報セキュリティ対策の推進 

機構において所有する個人情報については、外部に流出することがないよう、対策

を講じる。 

また、最新の「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」を踏ま

え、情報セキュリティポリシー等関係規程類の適時の見直しを行うとともに、適切な

情報セキュリティ対策（保有個人情報を管理する基幹システム等はインターネット環

境から分離する、確固たるセキュリティ対策を講じる等、ハード及びソフトの両面で

の不断の見直しを行う等）を推進し、情報システムに対するサイバー攻撃への防御

力、攻撃に対する組織的対応能力の強化に取り組む。 

加えて、対策の実施状況を毎年度把握し、PDCA サイクルにより情報セキュリティ

対策の改善を講じる。 

さらに、国の監査に準じたマネジメント監査等を実施する。 

 

７ 既往の閣議決定等の着実な実施 

既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施する。 

毎年度、決算終了後速やかに事業実績等をインターネットの利用その他の方法に

より公開することにより、業務の透明性を高めるとともに、広く機構の業務に対す

る意見・評価を求め、これらを翌年度の事業運営計画へ反映させることを通じて、

業務内容の充実を図る。 
 
５ 公正で適切な業務運営に向けた取組 

諸活動の社会への説明責任を的確に果たすため、情報の公開を図り、個人情報、企

業秘密等の保護を的確に行う。とりわけ、研究員が関与する研究については、遵守す

べき研究倫理に反する行為や利益相反行為、研究内容に関する不正行為の防止対策、

また、研究費の不正使用防止対策の実施等、研究員が高い職業倫理を持って研究活動

を行うことができるよう必要な措置を講じる。 
 
 
６ 決算検査報告指摘事項への対応 

これまでの決算検査報告（会計検査院）で受けた指摘を踏まえ、見直しを行うもの

とする。 
 
７ 情報セキュリティ対策の推進 

機構において所有する診療情報等の個人情報については、外部に流出することがな

いよう、個人情報保護の重要性を周知徹底する等の対策を講じる。 
また、政府の方針（平成 27 年７月 22 日サイバーセキュリティ対策推進会議議長

指示等）を踏まえ、情報セキュリティポリシー等関係規程類の適時の見直しを行うと

ともに、適切な情報セキュリティ対策（保有個人情報を管理する基幹システム等はイ

ンターネット環境から分離する、確固たるセキュリティ対策を講じる等、ハード及び

ソフトの両面での不断の見直しを行う等）を推進し、情報システムに対するサイバー

攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化に取り組む。 
また、対策の実施状況を毎年度把握し、ＰＤＣＡサイクルにより情報セキュリティ

対策の改善を講じる。 
さらに、国の監査に準じたマネジメント監査を実施する。 

 
８ 既往の閣議決定等の着実な実施 

既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施する。 
 

 


